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大山町告示第１６号 

 

 平成１９年第３回大山町議会定例会を次のとおり招集する  

 

平成１９年３月２日  

                        大山町長  山  口 隆 之 

 

１ 日 時  平成１９年３月７日  午前１０時００分  

 

２ 場 所  大山町役場議場  

                                                

○開会日に応招した議員  

   近 藤 大 介          西 尾 寿 博  

 吉 原 美智恵          遠 藤 幸  子  

   敦 賀 亀 義          森 田 増 範  

 川 島 正 寿          岩 井 美保子  

 秋 田 美喜雄          尾 古 博  文  

 諸 遊 壌 司          足 立 敏  雄  

 小 原 力 三          岡 田   聰  

 二 宮 淳 一                椎 木   学  

 野 口 俊 明                 沢 田 正  己     

 荒 松 廣 志                 西 山 富三郎     

 鹿 島   功  

                                        

○応招しなかった議員  

         なし     
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第 ３ 回 大  山 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日）  

平成１９年３月７日（水曜日）         

                                        

議事日程 

                             平成１９年３月７日  午前１０時００分開会  

日程第  １   会議録署名議員の指名について  

日程第  ２   会期の決定について  

日程第  ３ 諸般の報告  

日程第 ４  施政方針の説明  

日程第  ５   議案第  13 号   大山町放課後児童クラブ条例の制定について  

日程第  ６   議案第  14 号   大山町特別会計条例の一部を改正する条例について  

日程第  ７ 議案第  15 号   大山町課設置条例の一部を改正する条例について  

日程第  ８ 議案第  16 号   大山町立学校等設置条例の一部を改正する条例について  

日程第  ９ 議案第  17 号   大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ  

いて  

日程第  10  議案第  18 号   大山町隣保館条例の一部を改正する条例について  

日程第  11 議案第  19 号   大山町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例に                      

            ついて  

日程第  12 議案第  20 号   大山町公共下水道条例の一部を改正する条例について  

日程第  13 議案第  21 号   大山町開拓専用水道管理条例の一部を改正する条例につい        

            て  

日程第  14 議案第  22 号 大山町水道事業の設置及び給水に関する条例の一部を改正  

する条例について  

日程第  15 議案第  23 号   鳥取県西部広域行政管理組合の規約を変更する協議につい     

            て  

日程第  16 議案第  24 号   鳥取県町村職員退職手当組合規約を変更する協議について  

日程第  17 議案第  25 号   鳥取県町村消防災害補償組合規約を変更する協議について  

日程第  18 議案第  26 号   町道路線の認定について  

日程第  19 議案第  27 号   町道路線の変更について  

日程第  20 議案第  28 号 工事請負変更契約の締結について  

（光徳地区農業集落排水管路施設（ 16 工区）工事）  

日程第  21 議案第  29 号 大山町鈑戸辺地に係る総合整備計画の策定について  

日程第  22 議案第  30 号 大山町退休寺・高橋辺地に係る総合整備計画の変更について  

日程第  23  議案第  31 号 大山町種原辺地に係る総合整備計画の変更について  
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日程第  24  議案第  32 号 平成 19 年度大山町一般会計予算  

日程第  25  議案第  33 号 平成 19 年度大山町土地取得特別会計予算  

日程第  26  議案第  34 号   平成 19 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算  

日程第  27  議案第  35 号 平成 19 年度大山町開拓専用水道特別会計予算  

日程第  28  議案第  36 号 平成 19 年度大山町地域休養施設特別会計予算  

日程第  29  議案第  37 号 平成 19 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資

金貸付事業特別会計予算  

日程第  30  議案第  38 号 平成 19 年度大山町簡易水道事業特別会計予算  

日程第  31  議案第  39 号 平成 19 年度大山町国民健康保険特別会計予算  

日程第  32  議案第  40 号 平成 19 年度大山町国民健康保険診療所特別会計予算  

日程第  33  議案第  41 号 平成 19 年度大山町老人保健特別会計予算  

日程第  34  議案第  42 号 平成 19 年度大山町介護保険特別会計予算  

日程第  35  議案第  43 号 平成 19 年度大山町介護保険事業特別会計予算  

日程第  36  議案第  44 号 平成 19 年度大山町農業集落排水事業特別会計予算  

日程第  37  議案第  45 号 平成 19 年度大山町公共下水道事業特別会計予算  

日程第  38  議案第  46 号 平成 19 年度大山町風力発電事業特別会計予算  

日程第  39  議案第  47 号 平成 19 年度大山町温泉事業特別会計予算  

日程第  40  議案第  48 号 平成 19 年度大山町宅地造成事業特別会計予算  

日程第  41  議案第  49 号 平成 19 年度大山町情報通信事業特別会計予算  

日程第  42  議案第  50 号 平成 19 年度大山町水道事業会計予算  

日程第  43  議案第  51 号 平成 19 年度大山町索道事業会計予算  

日程第  44 議案第  52 号 平成 18 年度大山町一般会計補正予算（第 9 号）  

日程第  45 議案第  53 号 平成 18 年度大山町土地取得特別会計補正予算（第 1 号）  

日程第  46 議案第  54 号 平成 18 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正  

予算（第 1 号）  

日程第  47 議案第  55 号 平成 18 年度大山町地域休養施設特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第  48  議案第  56 号 平成 18 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号） 

日程第  49 議案第  57 号 平成 18 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算  

（第 5 号） 

日程第  50 議案第  58 号 平成 18 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 3 号）  

日程第  51 議案第  59 号 平成 18 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 5 号）  

日程第  52 議案第  60 号 平成 18 年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号） 

日程第  53 議案第  61 号 平成 18 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  

（第 4 号）  
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日程第  54 議案第  62 号 平成 18 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算  

（第 4 号）  

日程第  55 議案第  63 号 平成 18 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第  56 議案第  64 号 平成 18 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第 2 号）  

日程第  57 議案第  65 号 平成 18 年度大山町宅地造成事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第  58 議案第  66 号 平成 18 年度大山町水道事業会計補正予算（第 3 号）  

日程第  59 議案第  67 号 平成 18 年度大山町索道事業会計補正予算（第 3 号）  

日程第  60 発議案第  1 号 大山町議会委員会条例の一部を改正する条例について  

日程第  61 発議案第  2 号 大山町議会会議規則の一部を改正する規則について  

                                         

本日の会議に付した事件  

日程第  １   会議録署名議員の指名について  

日程第  ２   会期の決定について  

日程第  ３ 諸般の報告  

日程第 ４  施政方針の説明  

日程第  ５   議案第  13 号   大山町放課後児童クラブ条例の制定について  

日程第  ６   議案第  14 号   大山町特別会計条例の一部を改正する条例について  

日程第  ７ 議案第  15 号   大山町課設置条例の一部を改正する条例について  

日程第  ８ 議案第  16 号   大山町立学校等設置条例の一部を改正する条例について  

日程第  ９ 議案第  17 号   大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ  

いて  

日程第  10  議案第  18 号   大山町隣保館条例の一部を改正する条例について  

日程第  11 議案第  19 号   大山町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例に                       

            ついて  

日程第  12 議案第  20 号   大山町公共下水道条例の一部を改正する条例について  

日程第  13 議案第  21 号   大山町開拓専用水道管理条例の一部を改正する条例につい        

            て  

日程第  14 議案第  22 号 大山町水道事業の設置及び給水に関する条例の一部を改正  

する条例について  

日程第  15 議案第  23 号   鳥取県西部広域行政管理組合の規約を変更する協議につい     

            て  

日程第  16 議案第  24 号   鳥取県町村職員退職手当組合規約を変更する協議について  

日程第  17 議案第  25 号   鳥取県町村消防災害補償組合規約を変更する協議について  

日程第  18 議案第  26 号   町道路線の認定について  

日程第  19 議案第  27 号   町道路線の変更について  
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日程第  20 議案第  28 号 工事請負変更契約の締結について  

（光徳地区農業集落排水管路施設（ 16 工区）工事）  

日程第  21 議案第  29 号 大山町鈑戸辺地に係る総合整備計画の策定について  

日程第  22 議案第  30 号 大山町退休寺・高橋辺地に係る総合整備計画の変更について  

日程第  23  議案第  31 号 大山町種原辺地に係る総合整備計画の変更について  

日程第  24  議案第  32 号 平成 19 年度大山町一般会計予算  

日程第  25  議案第  33 号 平成 19 年度大山町土地取得特別会計予算  

日程第  26  議案第  34 号   平成 19 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算  

日程第  27  議案第  35 号 平成 19 年度大山町開拓専用水道特別会計予算  

日程第  28  議案第  36 号 平成 19 年度大山町地域休養施設特別会計予算  

日程第  29  議案第  37 号 平成 19 年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資

金貸付事業特別会計予算  

日程第  30  議案第  38 号 平成 19 年度大山町簡易水道事業特別会計予算  

日程第  31  議案第  39 号 平成 19 年度大山町国民健康保険特別会計予算  

日程第  32  議案第  40 号 平成 19 年度大山町国民健康保険診療所特別会計予算  

日程第  33  議案第  41 号 平成 19 年度大山町老人保健特別会計予算  

日程第  34  議案第  42 号 平成 19 年度大山町介護保険特別会計予算  

日程第  35  議案第  43 号 平成 19 年度大山町介護保険事業特別会計予算  

日程第  36  議案第  44 号 平成 19 年度大山町農業集落排水事業特別会計予算  

日程第  37  議案第  45 号 平成 19 年度大山町公共下水道事業特別会計予算  

日程第  38  議案第  46 号 平成 19 年度大山町風力発電事業特別会計予算  

日程第  39  議案第  47 号 平成 19 年度大山町温泉事業特別会計予算  

日程第  40  議案第  48 号 平成 19 年度大山町宅地造成事業特別会計予算  

日程第  41  議案第  49 号 平成 19 年度大山町情報通信事業特別会計予算  

日程第  42  議案第  50 号 平成 19 年度大山町水道事業会計予算  

日程第  43  議案第  51 号 平成 19 年度大山町索道事業会計予算  

日程第  44 議案第  52 号 平成 18 年度大山町一般会計補正予算（第 9 号）  

日程第  45 議案第  53 号 平成 18 年度大山町土地取得特別会計補正予算（第 1 号）  

日程第  46 議案第  54 号 平成 18 年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正  

予算（第 1 号）  

日程第  47 議案第  55 号 平成 18 年度大山町地域休養施設特別会計補正予算（第 1 号） 

日程第  48  議案第  56 号 平成 18 年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号） 

日程第  49 議案第  57 号 平成 18 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算  

（第 5 号） 

日程第  50 議案第  58 号 平成 18 年度大山町老人保健特別会計補正予算（第 3 号）  
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日程第  51 議案第  59 号 平成 18 年度大山町介護保険特別会計補正予算（第 5 号）  

日程第  52 議案第  60 号 平成 18 年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号） 

日程第  53 議案第  61 号 平成 18 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算  

（第 4 号）  

日程第  54 議案第  62 号 平成 18 年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算  

（第 4 号）  

日程第  55 議案第  63 号 平成 18 年度大山町風力発電事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第  56 議案第  64 号 平成 18 年度大山町温泉事業特別会計補正予算（第 2 号）  

日程第  57 議案第  65 号 平成 18 年度大山町宅地造成事業特別会計補正予算（第 2 号） 

日程第  58 議案第  66 号 平成 18 年度大山町水道事業会計補正予算（第 3 号）  

日程第  59 議案第  67 号 平成 18 年度大山町索道事業会計補正予算（第 3 号）  

日程第  60 発議案第  1 号 大山町議会委員会条例の一部を改正する条例について  

日程第  61 発議案第  2 号 大山町議会会議規則の一部を改正する規則について  

                                                                                                    

出席議員（２１名） 

１番 近 藤 大 介        ２番 西 尾 寿 博  

３番 吉 原 美智恵        ４番 遠 藤 幸 子  

５番 敦 賀 亀 義        ６番 森 田 増 範  

７番 川 島 正 寿        ８番 岩 井 美保子  

９番 秋 田 美喜雄       １０番 尾 古 博 文  

１１番 諸 遊 壌 司       １２番 足 立 敏 雄  

１３番 小 原 力 三       １４番 岡 田   聰  

１５番 二 宮 淳 一             １６番 椎 木   学  

１７番 野 口 俊 明              １８番 沢 田 正 己     

１９番 荒 松 廣 志              ２０番 西 山 富三郎     

２１番 鹿 島   功  

                                        

欠席議員（なし） 

                                        

事務局出席職員職氏名  

局長 ……………… 小 谷 正 寿     書記 …………………汐 田 美 穂  

                                        

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………山 口 隆 之     助役 …………………田  中 祥 二 

教育長 ………………山 田   晋     代表監査委員  ………椎  木 喜久男  
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大山支所長 …………河 崎 博 光     中山支所長 …………田 中   豊  

総務課長 ……………諸 遊 雅 照     企画情報課長  ………後 藤   透  

住民生活課長  ………福 田 勝 清     税務課長  ……………野  間 一 成  

地域整備課長  ………押 村 彰 文     産業振興課長  ………渡 辺   収  

水道課長 ……………小 西 正 記     福祉保健課長  ………松 岡 久美子  

人権推進課長  ………近 藤 照 秋     教育次長………………狩  野   実 

社会教育課長  ………麹 谷 昭 久     幼児教育課長…………高  木 佐奈江  

観光商工課長 ………福 留 弘  明     診療所事務局長………中  田 豊 三 

農業委員会事務局長…高 見 公 治    

                                        

午前１０時００分 開会 

○局長（小谷正寿君） 互礼を行います。一同起立。礼。着席。  

○議長（鹿島 功君） ただいまの出席議員は２１人です。定足数に達しております

ので、平成１９年第３回大山町議会定例会を開催します。  

これから、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりで

す。 

─────────────────・───・───────────────  

日程第１ 会議録署名議員の指名について  

○議長（鹿島 功君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、８番岩井美

保子君、９番秋田美喜雄君を指名いたします。  

─────────────────・───・───────────────  

日程第２ 会期の決定について  

○議長（鹿島 功君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。お諮りしま

す、本定例会の会期は、本日から３月２３日までの１７日間といたます。ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月２３

日までの１７日間に決定いたしました。 

─────────────────・───・───────────────  

日程第３ 諸般の報告について  

○議長（鹿島 功君） 日程第３、諸般の報告を行います。監査委員から、お手元に

配布のとおり、例月出納検査の結果報告がありました。検査資料は事務局にありま

すので閲覧ください。  

本日までに受理した請願と陳情は、お手元にお配りました「請願文書表」及び「陳
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情文書表」のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託しましたので報告いたしま

す。 

 次に１２月定例会において可決した意見書は、１２月２２日に関係方面へ提出い

たしました。また１２月定例会において採択した陳情の第３２号  通学路の安全確

保を求める陳情は、町長に送付しておりましたが、お手元に配布のとおり処理の経

過、並びに結果について報告がありました。  

次に、本定例会に町長から提出された議案は、お手元に配布の提出案件表のとお

りであります。 

次に、町長から政務報告並びに報告第１号  長期継続契約締結の報告の申し出が

あります。これを許します。町長。  

○町長（山口隆之君）  それでは平成１９年度３月定例議会におきます政務の報告

を申し上げます。１２月定例議会以降における各種事務事業の取組み状況について、

その主なものをご報告いたします。  

まず総務課関係でございます。大山町行財政改革審議会の答申につきまして、大

山町行財政改革審議会は、平成１８年３月に設置をして以来、延べ１４回の会合を

重ねてまいりました。  

さる２月２２日の会議では、諮問をしていました「大山町行財政改革大綱及び集

中改革プランの策定」についての答申をいただきました。今後はこの答申を重く受

け止め、大山町の行財政改革を進めてまいりたいと考えております。  

なお、答申に至るまでの間、長期にわたり慎重審議いただきました森安会長さん

をはじめ委員各位に、深甚なる敬意を表するものであります。  

 次に職員の退職と新規採用についてでございます。町職員として、旧町から町政

進展のためにご尽力をいただきました渡邉収産業振興課長、松岡久美子福祉保健課

長、大塚典子中央公民館長兼名和公民館長、渡邊耕大山支所住民課長、小谷敏明大

山支所住民課課長補佐が定年により、吉岡浩子所子保育所長兼庄内保育所長、池本 

純子庄内保育所長補佐が勧奨により、３月３１日付でそれぞれ退職されることにな

りました。退職されます７人の皆さまには、在職中におけるご尽力に、深く感謝い

たしますとともに、今後のご健勝とご活躍をご祈念申し上げるものであります。  

 また１２月２２日には、鳥取県町村会が実施した町村職員採用資格試験に合格し

た２人を対象に、大山町職員採用試験を実施いたしました。当日、うち１人が受験

を辞退されたため、１人だけの試験参加となりましたが、面接による選考試験の結

果、平成１９年４月１日からこの者を、大山町職員として採用することに決定して

おります。 

次に、企画情報課関係でございます。  

大山振興計画についてであります。「大山恵みの里づくり計画」の推進主体を運営
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するための中心的役割を担う人材を一般公募いたしました。募集の告知方法は、募

集案内の全戸配布をはじめ、防災行政無線、広報だいせん、大山町ホームページ、

地元紙への記事提供。そして、全国紙の大阪エリアやインターネット求人を利用い

たしました。 

 応募は、本日今日を期限にいたしております。３月６日現在で、男性３９人、女

性４人のあわせて４３人から応募がありました。その状況は、遠くは南は沖縄県、

北は青森県で県内の応募者は５人です。年代別では、２０代１人、３０代９人、４

０代１２人、５０代１５人、６０代６人であります。今月中に最終選考をし、採用

は、５月１日を予定しています。  

税務課関係であります。  

平成１８年度の各税の徴収率並びに滞納処分の執行状況は、次のとおりでありま

す。差押等法的処分を含めた徴収により、滞納繰越分の徴収率は昨年度に比較して

アップしています。今後、年度末に向けて現年度分も含め徴収に一層努力してまい

ります。 

まず平成１８年度各税の徴収率であります。現年度分の徴収率は、町民税が７８ .

５１％、固定資産税が９５ .１４％、軽自動車税が９７ .３７％、国民健康保険税が

９１.７３％。 

滞納繰越分の徴収率でありますが、町民税が１４ .６３％対前年度比１．２％の増

であります。固定資産税が１３.４５％対前年度比４．０％の増、軽自動車税が２６ .

３６％対前年度比５．８％の増、国民健康保険税１５ .４１％対前年度比２．３％の

増であります。 

次に滞納処分の執行状況についてであります。不動産の差押が２０人で５９件、

今後さらに７人を予定いたしております。預貯金や債権の差押が３人で５件、今後

１人を予定いたしております。交付要求換価済が２人で、その額が１２７万５，７

２０円であります。執行停止が６人、今後２人を予定いたしておるところでござい

ます。 

次に、住民生活課の関係であります。 

焼却施設設備の修繕業務について、名和クリーンセンター焼却設備修繕業務を１，

４２８万円で内海プラント株式会社と契約を行っており、３月２０日までに修繕業

務が完了の予定であります。 

可燃ごみの処理状況についてであります。平成１７年度の可燃ごみの処理量は３，

５１１トンで 1 日当たり１４．６３トンとなっており、平成１６年度と比較します

と、２８２．１トンの減で前年度比７．４％の減となっております。  

また平成１８年度、これは１８年４月から１９年２月まででありますけれども、

これの処理量は３，０８２．９トンで 1 日あたり１４．０トンとなっており、平成
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１７年度の同期と比べますと１７６．６トンの減で前年同期比率にして５．４％の

減となっております。年末年始、施設の修理のとき以外は２箇所の処理施設で全量

を処理しております。引き続き町民の皆さんに減量についての啓発等をよりいっそ

う推進したいと考えております。  

次に人権推進課の関係でございます。 

まず、平成１８年度大山町人権・同和教育研究大会についてであります。１２月

９日、保健福祉センターなわにおいて大山町人権・同和教育研究大会を開催いたし

ました。今大会は「差別落書き」を主題として、参加者１３５人が三つの分科会に

分かれ研究協議を行いました。  

次に人権・同和教育推進協議会行政・総務部会並びに行政職員合同研修会につい

てでございます。２月６日と７日の二日間、４回に分けて人権・同和教育推進協議

会行政・総務部会との共催により研修会を開催いたしました。今回は、「人権文化豊

かなまちづくりのために」というテーマで、人権問題に造詣の深い講師をお迎えし

て、３１２人が人権問題について一層学習を深めてきたところであります。  

次に大山町人権施策総合計画の策定と大山町男女共同参画プランについてであり

ます。大山町人権施策総合計画につきましては、先般「大山町人権尊重の社会づく

り審議会」から答申があり、２月に大山町人権施策総合計画を策定したところであ

ります。今後は、この計画を柱として人権が尊重される町づくりを着実に推進して

参りたいと思います。また、男女共同参画プランにつきましては、昨年１２月に実

施しました町民アンケートの分析・考察を基に、３月には策定することといたして

おります。 

次に下田中隣保館改築工事についてであります。  

本工事につきましては、請負金額８，８９０万７，７００円で株式会社なかやま

により２月末日に工事は完了いたしました。  

次に産業振興課関係でございます。  

まず「第９回全国和牛能力共進会大山町実施本部」の設立についてであります。  

 本年１０月１１日から開催をされます「第９回全国和牛能力共進会」を盛り上げ、

本町を全国にＰＲするためＪＡ、観光協会、住民団体などのご協力をいただき、２

月２１日に実施本部を設立しました。今後、内部体制を整備し、県の実行委員会等

と連携しながら町一丸となって取り組んでまいります。  

議員の皆さまにおかれましても大会の成功に向けご支援・ご協力をお願いをいた

します。 

次に大山町企業連絡会の開催についてであります。平成１９年１月２３日に大山

町企業連絡会議を開催したところ、会員企業から１７名、鳥取県商工労働部から２

名の参加をいただき、町からは４名が参加をいたしました。今回は大山電機株式会
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社の藤居社長の「鳥取県経営革新大賞」の取り組みの事例発表を聞かせていただき

研修会をおこないました。  

町内企業の情報交換を積極的に行い、企業のニーズを把握しながら新たな雇用創

出につながるように引き続き取り組んでまいります。  

次に「農地・水・環境保全向上対策実施説明会」の実施についてであります。来

年度から始まります「農地・水・環境保全向上対策」について去る２月２８日中山・

名和・大山地区で説明会を実施しました。この春からの取組みとなることから希望

された集落の代表者の方に活動組織を立ち上げるための規約、活動計画の作成等に

ついて説明をさせていただきました。  

次に災害復旧事業についてであります。平成１８年７月発生の豪雨災害による農

地農業用施設災害復旧事業について、平成１８年災４７－４、４７－２２１、４７

－２２３、４７－２２４の合冊工事を２，５９３万５，０００円で有限会社小倉興

産が請負施工中であります。  

次に新農業水利システム保全対策事業についてであります。坪田１区用水路改修

工事を２７８万２，５００円で有限会社古村重機が請負施工中であります。  

次に、「大山町高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアル」の策定についてであり

ます。全国でも多大な被害を及ぼしております鳥インフルエンザの対策につきまし

て適正な対応を図るよう「大山町高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアル」を策

定しました。 

本マニュアルは鳥インフルエンザの感染防止、食の安全確保、人への感染防止の

ため、町の速やかな情報伝達、意思決定と関係各課の連携した対応の実施により町

民の安全確保を図ることを目的として定めたものであります。また、町内の養鶏業

者には県告示により場内の消毒が義務付けられ、２月２８日までに全ての農場で消

毒が行われております。  

次に中山支所ふるさと振興課関係でございます。  

まず下水道整備事業について、宮川河川改修工事に伴う下水道管布設替工事を３

３６万円で有限会社モロユ水道が請負施工中であります。 

次に農地・農業用施設災害復旧事業についてであります。平成１８年に発生をし

た災害復旧工事の４７－１、４７－２０８、４７－２１０、４７－２１１の合冊工

事を３２２万３，５００円で有限会社きのえが、４７－２、４７－２１２合冊工事

を１３５万４，５００円で有限会社ナカヤマが、 4７－３、４７－２０９合併工事を

１２３万９，０００円で有限会社三千代建設が、４７－２０１、４７－２０２合冊

工事を３２３万４，０００円で有限会社林原工業が、４７－２０３、４７－２０４

合冊工事を１２３万９，０００円で有限会社前田建設が、４７－２０５、４７－２

０６、４７－２０７合冊工事を５０４万円で平成グリーン有限会社が、４７－２１
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３、４７－２１４合冊工事を１２９万６，７５０円で有限会社山下水道設備が、４

７－２１５、４７－２１６合冊工事を２２０万５，０００円で有限会社原田建設が、

４７－２１７復旧工事を１０５万円で有限会社ミヤサトが、請負施工中であります。 

次に新農業水利システム対策事業についてであります。松本井手水路改修工事を

５２万５，０００円で有限会社原田建設が、中井手樋門改修工事を３９万９，００

０円で有限会社野口商事が、下甲樋門改修工事を３５万７，０００円で有限会社山

下水道設備が請負施工中であります。  

次に、港整備交付金事業についてであります。御崎漁港整備事業は、測量及び設

計業務を完了し、第一期工事の発注に向け準備中であります。  

次に観光商工課関係であります。  

まずスキー場の営業状況について、今シーズンは全国的に記録的な暖冬となり、１

２月２３日のスキー場開き祭は雪化粧はしたものの、リフト運転はできないという状

況での先行き不安なスタートとなりました。年末からようやく全スキー場が営業を開

始し、積雪に問題の無かった１月後半から２月前半にかけては、平日駐車料金のキャ

ッシュバックやリフト料金の見直し効果で前年を上回る入り込みとなりましたが、２

月１４日の春一番により、雪の消失という壊滅的な打撃を受けてしまいました。以降、

各スキー場とも懸命なコース確保の努力を行ないましたが、自然には勝てず順次営業

を休止するといった状態になっております。この状況のままシーズンが終了しますと、

大山スキー場５０年の歴史上最悪のシーズンとなり、地域経済にも非常に大きな悪影

響を及ぼすものと危惧をいたしております。  

次に我孫子市との交流事業についてであります。２月１０日に千葉県我孫子市から

の市民交流団を大山町にて受け入れました。野鳥そして志賀直哉の繋がりで本町から

は我孫子市で開催されるジャパンバードフェスティバルに出展してまいりましたが、

今回福嶋前市長以下我孫子市民１６名の交流団が、大山を会場に公募で参加した本町

の親子と一緒に鳥凧づくり体験をしたり、スノーシューで山中散歩を体験したりで交

流を深めました。  

次に地域整備課関係であります。  

まず、町道の改良事業についてでございます。町道高橋樋谷線道路改良工事を１，

４４９万円で有限会社権田工務店が、町道山村文珠領線改良工事を１，５７５万円で

有限会社大喜建設が、町道押平所子線道路改良工事を４８９万３，０００円で有限会

社ナカヤマが、町道赤坂東線改良工事を１，８５６万４，０００円で有限会社野口商

事が、町道上坪名和神社線道路改良工事を５１４万５，０００円で有限会社前田建設

が請負施工中であります。町道報国羽田井線道路改良工事を３，３８５万８，３００

円で有限会社八晃建設が請負、完了いたしました。  

災害復旧事業についてであります。公共土木災害復旧工事１３件を発注し、現在施
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工中が９件、既に完成をした工事が３件であります。またオオサンショウウオの生息

調査のため未着工工事が１件であります。  

次に水道課関係でございます。  

下水道関係について、光徳地区８工区管路新設工事を４４３万１，０００円で松

岡建設有限会社が、名和地区５工区管路新設工事を４８３万円で有限会社山下水道

設備が請負施工中であります。光徳地区農業集落排水処理施設の通水式を２月２８

日に議長様をはじめ経済建設常任委員さんに参列いただき執り行いました。大山町

で２１基目の施設の完成で計画されておりました処理施設建設は全て終了し、今後

は施設の維持管理が主となってまいります。  

次に水道関係であります。高規格道路に伴う水道管橋梁添架工事を１５５万４，

０００円で株式会社舩越建設が、名和地区配水管新設工事坪田３区を１１７万６，

０００円で、有限会社山下水道設備が請負施工中であります。  

次に学校教育課関係であります。  

まず名和小学校統合校舎についてです。名和小学校統合校舎新築工事が完了し、

３月１２日に町に引渡しの予定であります。３月２０日には新校舎体育館で東西校

舎合同の卒業式を挙行する予定であります。平成１９年度の始業式に合わせて、４

月９日に落成式、開校式等を行い、本格的に使用を開始をいたします。  

次に大山町教育審議会の開催についてであります。地域に根ざした大山町教育の

推進を図るため、教育審議会を設置し、１月１２日に第１回の審議会を開催いたし

ました。教育委員長より「児童・生徒が減少する中での活力ある学校教育のあり方

について」等について諮問を行い、すでに、幼児教育、学校教育、社会教育の各部

会で具体的な審議に入っております。今後、審議を重ね、１９年度末には答申をい

ただく予定であります。  

次に教育施設整備についてであります。名和学校給食センター米飯用改修工事は、

有限会社アカギが１，２６６万３，０００円で請負施工中であります。大山中学校

敷地排水改修他工事は、有限会社前田建設が７９２万７，５００円で請け負い、工

事が完了しております。大山小学校暖房ボイラー取替工事は、有限会社モロユ水道

が３０９万７，５００円で請け負い、工事が完了いたしております。  

次に社会教育課関係であります。  

まず大山町成人式について、平成１９年「大山町成人式」を１月７日に開催いた

しました。昭和６１年４月２日から昭和６２年４月１日生まれの新成人対象者女性

１３３名、男性１１０名の合計２４３名の内、当日は１９１名の出席があり、来賓

の皆さまとともに新成人の門出をお祝いいたしました。式典では公民館コーラスグ

ループによる合唱でお祝いをしていただきました。中学校時代の恩師や友達と久し

ぶりに出会い近況を語り合い、小学校卒業時のタイムカプセルの開封、また地区ご
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とに記念写真を撮り楽しい時間を過ごしました。  

次に嘉手納町・大山町人材育成交流事業についてであります。１月３０日から２

月２日まで３泊４日の日程で、沖縄県嘉手納町から女子１０名、男子６名の児童、

引率３名が来町され、民泊家庭児童との交流や、大山でのスキー交流、学校訪問、

工場見学を通じて交流を深める機会となりました。  

この交流を今後も継続していくため、全町児童を対象にして民泊家庭を募集し、

中山地区２家庭、大山地区６家庭で受け入れていただきました。今年の夏には本町

児童が嘉手納町を訪問し交流を深め、両町の発展に寄与したいと思っております。  

次に大山町生涯学習推進大会についてであります。３月３日、中山生活想像館を

会場にして「大山町生涯学習推進大会」を開催いたしました。講演では、「まちづく

りの新しい風」と題し、愛媛県伊予市在住で人間牧場主宰の若松進一氏に、まちづ

くり、人づくりについて自分自身の体験を通したお話しをしていただきました。ま

た、子どもたちをとりまく行政支援、ボランティア活動の実例、地域コミュニティ

ーにおける子どもたちの活動について実践発表があり、生涯学習のまちづくり、地

域活動について考える機会となりました。  

次に幼児教育課関係であります。  

子育て講座・親学セミナーの開催についてでございます。各保育所の参観日を利

用して、『子育て講座』を開催し、親が元気でやさしく、子どもとともに生き生きと

がんばっていけるよう、講演会や実技を伴う講習会など、延べ３２５人の保護者に

ご参加いただきました。  

 また、小学校就学前の児童の保護者を対象に３月５日と６日に中山、大山の２会

場で『親学セミナー』を行っております。延べ１００人を予定いたしておりました

が昨日終了いたしまして１３０人の方がご参加をいただき、就学前の子どもたちの

心の発達をテーマに講演を聴きました。  

次に要保護児童対策地域協議会の運用についてであります。虐待、その他保護を

要する児童について関係機関と連携して支援していく『大山町要保護児童対策地域

協議会』を１２月２５日に開催し、児童虐待の現状と課題について検討をいたしま

した。当日は、町内の民生児童委員の皆さまにも参加していただき、『児童虐待を防

ぐために私たちにできること』というテーマの講演を聞き、対応について研修しま

した。児童の養護や虐待相談については、システム整備と職員の研修強化により、

対応に遺漏がないよう努めてまいります。 

以上で政務の報告を終わります。  

続きまして報告第１号長期継続契約締結の報告について、本案は、大山町長期継

続契約を締結することができる契約を定める条例第４条の規定に基づき、リース契

約等を締結いたしましたので、議会にご報告するものであります。  
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契約の名称、契約の内容、契約の相手側、契約期間、契約金額につきましては、

お手元に配布しております「長期継続契約締結報告書」のとおりであります。  

以上で、報告第１号の説明を終わります。  

○議長（鹿島 功君） これで諸般の報告を終わります。  

─────────────────・───・───────────────  

日程第４ 施政方針の説明について  

○議長（鹿島 功君） 日程第４、施政方針の説明を議題にします。平成１９年度大

山町の施政方針について説明を求めます。町長。  

○町長（山口隆之君）  それでは平成１９年度の歳入歳出予算を大山町議会に提出

するにあたり、本予算を通じて、今後の行政運営をはじめ施政の方針について一端

を申し上げ、議会の皆さんと町民の皆さんにご理解とご協力をお願いする次第であ

ります。 

 我が国の経済は、消費に弱さがみられるものの、景気は回復の傾向にあります。

国内総生産の成長率は、名目２．２％程度、実質２．０％程度と見込まれ企業部門

の好調さが、雇用・所得環境の改善を通じて、家計部門へ波及し、民間需要中心の

回復が続くと予測されております。  

平成１９年度の国の方針についても、「創造と成長」の実現を図るとの方針の下で、

地域経済の活性化や再チャレンジ可能な社会を目指すための取り組みを強化し、ま

た「成長なくして財政再建なし」の理念の下、成長力強化を図りつつ、車の両輪で

ある行財政改革を断行することといたしております。 

平成１９年度国の地方財政は、総額８３兆円と基本方針２００６に沿って地方財

政計画の規模抑制に努めてもなお、大幅な財源不足の状況にあります。  

借入金残高は本年度末には１９９兆円と見込まれ、今後、その償還負担が高水準

で続くことに加えて、社会保障関係経費の自然増等が見込まれるところであり、将

来の財政運営が圧迫されることが懸念をされております。  

一方地方におきましても、三位一体改革により地方税の大幅な増額が図られては

いるものの、反面、所得譲与税の皆減や新型交付税制度の導入に伴い、地方交付税

は減額される等、都市部と地方交付税に依存度の高い地方部の財政格差はますます

拡大をいたしております。 

現下の極めて厳しい地方財政の状況、国・地方公共団体を通ずる歳入・歳出一体

改革の必要を踏まえる時、引き続き地方公共団体においては、地方分権の時代にふ

さわしい、簡素で効率的な行政システムを構築するため、徹底した行財政改革を推

進するとともに、歳出の徹底した見直しによる抑制と重点化を進め、また歳入面で

も自主財源について積極的な確保策を講じるなど、効率的で持続可能な財政への転

換を図ることが急務であります。  
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平成１７年３月２８日新大山町誕生以来、旧３町の個性と工夫に満ちた魅力ある

まちづくりを継承するとともに、財政の健全化や少子・高齢化対策など地域の課題

について、議会の皆さんや町民の皆さんの深いご理解とご協力により取り組みを進

めてまいりました。  

平成１９年度予算は、地方分権や三位一体改革の一環として行われる所得税から

個人住民税への税源移譲により微増はするものの、地方交付税制度の簡素化を目的

とした新型交付税の導入や臨時財政対策債の減少にともない、厳しい経済情勢財政

状況ではありますが、限られた財源を効率的に配分しつつ、事務事業の評価・検証

を行い、町民の皆さんと議会・行政が一致協力し、新たに策定をいたしました大山

町総合計画の基本理念であります「大山の恵みを受け継ぎ、元気な未来を拓くまち

作り、人と人、人と自然が心でつながるまち」の実現に向け、全力を傾注して取り

組んでまいる所存でありますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、平成１９年度予算の概要につきまして、各分野における施策の推進と

その指針につきまして、ご説明を申し上げます。  

まず社会基盤・生活環境についてでございます。  

「自然と調和した快適な生活空間を実現するまちづくりをめざします。」永年の懸

案であります一般国道９号東伯淀江間高規格道路の改築促進については、この秋に

は、淀江大山インターから大山インターまでの開通が、来春には、大山インターか

ら名和インターまでの間の開通が予定されております。未事業化区間の中山・下市

間については、引き続き早期の事業化を、国・県はじめ関係機関に働きかけてまい

ります。 

 町道整備では、すでに着工いたしております町道山村文珠領線の道路改良工事及

び自歩道設置、町道報国羽田井線道路改良工事を継続いたしますとともに、新たに、

町道種原大野線の道路改良工事及び除雪帯設置、町道上万保田線の路肩側溝整備工

事等に着手をいたします。その他、集落内道路の維持補修に対して、建設機械借上

料・補修用原材料費を支給してまいります。  

農免農道整備事業では、第２大名地区及び汗入地区事業として、道路整備事業を

実施してまいります。  

住宅施策では、田舎暮らしやアウトドア活動による移住、Ｕターン・Ｉターン等

の希望者が全国的に増えつつありますので、移住ビジネスについての研究や、長期

滞在用の貸家や遊休農地等の情報管理を行うため、「空き家・空き地バンク制度」「移

住支援制度」を創設し、定住化による人口増加を目指してまいります。  

 公共交通対策といたしましては、高齢者や交通弱者の皆さんの買物、通院、通学

の手段として、名和地区でご利用いただいております巡回バスの運行エリアを、中
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山地区にも拡げ試験運行いたしますとともに、交通弱者対策としての福祉タクシー

助成制度を継続してまいります。  

交通安全対策では、カーブミラーやガードレール等の整備を年次的に行ってまい

りましたが、さらに交通安全意識の普及啓発に努め、交通事故の減少や交通違反の

撲滅に努めてまいります。  

防災対策では、住民の生命、身体財産の安全と保護を図るため、自主防災組織の

育成に努めますととともに、総合防災訓練を実施してまいります。  

また、外国からの武力攻撃やテロ対策として、大山町国民保護計画に基づき体制

の整備を図ってまいります。  

 合併に伴う財政支援制度により整備をいたしました情報通信基盤整備事業では、

情報格差を是正いたしますとともに、ケーブルテレビを利活用し、議会中継や文字

放送等迅速かつリアルな情報の提供に努め、災害情報の伝達や住民サービスの向上

を図ってまいります。  

環境衛生対策では、本年１月から、町民の皆さんのご理解により、増大するごみ

の減量化に向け、ごみ袋の有料化に踏み切ることといたしましたが、可燃ごみ、不

燃ごみ、資源ごみ、使用済乾電池・蛍光管など分別収集のさらなる徹底に努めてま

いります。 

また、平成１４年度から稼動停止をしています旧大山町焼却場の解体撤去に向け、

発注仕様書作成業務に着手いたしますとともにダイオキシン類調査を実施し、地域

住民の安心、安全の確保に努めてまいります。  

 環境ＩＳＯの推進につきましては、職場内における環境への配慮や省資源・省エ

ネルギーなど、ＩＳＯマネジメントプログラムを順守して行きますとともに、ＩＳ

Ｏサイト以外の部署におきましても、地球温暖化防止計画を策定し、職員の環境意

識の高揚に努めてまいります。  

また平成１８年度に策定しました大山町地域新エネルギービジョンに基づき、町

民の皆さんとの協働により、「豊かな自然を守る循環型システムの確立」や「豊かな

自然と共生する体験交流事業の展開」など４つのシンボル事業の実施をめざしてま

いります。 

次に教育・人権・文化・スポーツについてであります。  

「地域の特性を活かし、共生する教育・文化のまちづくりをめざします。」  

  学校教育では、基礎・基本の確かな学力の定着を図り、自ら学び自ら考える「生

きる力の育成」を教育の重点目標に、健康教育の推進、外国語指導助手を活用した

英語活動や国際理解教育、地産地消を踏まえた食の指導、地域人材を活用した総合

学習など「地域に開かれた学校づくり」を、具体的に展開してまいりたいと考えて

おります。 
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また、不登校児童・生徒の学校への早期復帰を支援するため、常勤の職員を２人、

非常勤の相談員 1 人を配置して旧庄内小学校校舎を活用して、大山町教育支援セン

ター「寺子屋」の設置をしてまいります。  

 名和学校給食センターの施設改修により、町内すべての小・中学校において地元

産の米を使用した地元炊飯が可能になりましたので、週４回米飯給食を実施し町内

の食材を使ったおいしいご飯を食べ、併せて地産地消を推進してまいります。  

 次に、郷土を知り大山町に誇りを持たせる教育を推進するため、大山町の産業、

自然、歴史や文化について小・中学生用学習資料を作成し、学校での座学に加え見

学や体験を組み合わせたふるさと学習を積極的に展開してまいります。  

   次に、これまで米子市に区域外就学を行っていました一ノ谷地区が、平成１９年

度より大山小学校に通学をすることになりましたので、スクールバスを購入し、大

山地区全体の通学支援の充実に努めてまいります。  

 更に、児童・生徒の教育環境の拡充整備のため、中山小学校耐震補強及び大規模

改修工事と大山中学校技術棟改修工事を施工いたします。  

社会教育では、「生涯学習のまちづくり」を目指し、町民の主体的な学習や実践、

ボランティア活動を積極的に展開してまいりますとともに、子ども会や女性団体、

青年団などの地域団体やＰＴＡなどの社会教育関係団体を育成し地域活動を一層進

めて参ります。 

公民館活動では、サークル活動など自主的な学習を支援する一方で、新たに「大

山学」講座を開設し、郷土の歴史・文化活動や子育てなど、多様な学習機会を町民

へ提供してまいります。  

また、通学合宿など親子のあり方や新しい家庭教育の実践をはじめ漁業従事者な

どを対象にした成人講座や専門講座を開設いたします。 

読書活動の推進については、図書館や学校図書室を拠点とした親子読書活動の充

実に努め、さらにブックモービル車を巡回して町内各所に配本するなど暮らしの中

に本のあるまちづくりを一層進めてまいります。  

人権教育・人権啓発では、策定しました人権施策総合計画を基本に、中山ふれあ

いセンターや人権交流センター、中高ふれあい文化センターを拠点として、同和問

題をはじめとする女性、障害者、子ども、高齢者、在住外国人などあらゆる人権を

尊重するまちづくりに取り組みますとともに、男女共同参画につきましても、その

重要性を深く認識し、普及啓発活動に努めてまいります。  

また、施設の特性を生かし地域福祉・地域コミュニティーの推進、人権啓発のた

めの交流についても積極的に取り組んでまいります。  

文化財保護では、大山町所子の門脇家、東門脇家などの伝統的建造物群保存地区

を有する本町において、全国重要文化財民家の会が開催されますが、平成２０年度
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国史跡指定に向け、大山僧坊跡試掘調査を実施してまいります。  

さらに町内の文化財について新たな視点から価値を見直すとともに世界遺産登録

についても検討・研究をはじめたいと考えております。 

また、町内で発掘した埋蔵文化財の保管、修復などが数ヶ所に分散していました

が、旧庄内小学校を拠点に一元的に保存、管理、整理して展示のあり方についても

検討をしてまいります。 

社会体育では、マラソンフェスタ、クロスカントリー大会、町民運動会の開催を

はじめ本年は、大山スキー場で県民スポレク冬季大会が開催予定であり、見るスポ

ーツに併せ参加するスポーツを振興して町民の体力づくりに取り組んでまいります。 

 幼児教育では、昨年策定しました「子ども教育振興計画」を具現化した「子ども

教育プログラム」を活用し、子どもたちの発達段階に応じて、家庭、地域、保育所、

学校における保育と教育の実践を総合的に進めてまいります。  

 さらに保育所と小学校の連携を進めるため小学校の先生を保育所に１年間派遣し、

年長組の保育内容と小学校１年生の指導内容について、連携モデルを実践研究し、

幼児教育の充実を図っていきます。  

 また、親や地域社会の人たちが自信をもって子育てに取り組めるための親学講座、

子育て実践交流会、入学直前講座などの開催をはじめ、保育所・小学校・中学校・

ふれあい会館と連携し、保護者を対象とした学習会を展開してまいります。  

    １９年度は保育所の活動を高めていくため、新たに「特色ある保育所づくり事業」

に取り組み、世代間交流、体力づくり、食育活動、農業体験など、子どもたちが楽

しみながら学ぶさまざまな事業を計画してまいります。  

    また、ブックスタートから就学前までの子どもやその保護者を対象に読書活動を

進めるため専門の司書を配置して、生まれてから中学校まで読書の生活習慣の定着

を図ってまいります。  

 放課後児童クラブでは、放課後、養育する者がいない児童を対象に、保育、指導

し健全な育成を図っていますが、新年度は専門職員を充実して５クラブの連携をよ

り一層強め、指導内容の充実に努めてまいります。   

保育所の児童数は、町内１０カ所の保育所のうち、定員の半分の保育所がある一

方、乳児保育希望者や定員オーバーの保育所がありますが、町全体では減少傾向に

あり、併せて施設の老朽化など今後の在り方の検討が急務となってきております。  

今後、教育審議会幼児教育部会の協議や各保育所での教育懇談会などを通して保

護者や地域の皆さんにご理解をいただきながら、町民の方々の期待に応える保育所

経営と幼児教育の充実に努めてまいります。  

次に保健・医療・福祉についてであります。  

「地域でつながり、支え合う、健康と福祉のまちづくりをめざします。」  
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 社会福祉関係では、３カ所の保健福祉センターと４カ所の国民健康保険直営診療

所、地域包括支援センターを拠点とした保健・医療・福祉の３分野の相互連携によ

り、健康教育、健康相談、救急医療体制の強化に努めてまいりました。  

 さらに平成１９年度には、医療・福祉との連携により、人生の終えんを安心して

地域・家庭で向かえることができる地域医療、在宅医療や終末医療、看取り、こう

いった地域医療の仕組みづくりを検討してまいります。  

  地域福祉対策では、集落・グループが自主的に取り組む福祉活動を支援するため

の部落福祉活動支援制度や、高齢者、障害者が集落内集会所を利用しやすくするた

めの施設改修に係る費用の助成を行う生きがい拠点施設整備制度を継続してまいり

ます。 

高齢者対策では、社会福祉協議会などの関係機関や住民団体と連携し、老後を健

康で活き活きと暮らすことができるよう、一人暮らしや高齢者世帯への配食サービ

ス事業や閉じこもり防止のための生きがい活動支援事業、通院など日常生活の中で

交通手段を持たない高齢者を対象とした外出支援事業、認知症予防教室、転倒予防

教室を実施してまいります。  

  障害者福祉では、身体障害者、知的障害者、精神障害者の皆さんの自立と社会参

加を促進し、よりよい日常生活や社会生活を送られることが出来るよう、補装具・

日常生活用具給付事業、医療費助成事業、住宅改良助成事業などの障害者福祉施策

の推進に努めてまいります。  

 保健衛生・予防対策では、専任の医師を配置し、機能訓練・転倒予防などの介護

予防事業に取り組んできておりますが、今後におきましても、介護予防施策の充実

や高齢者福祉機関、学校、地域などとの連携を図り、地域に開かれた高齢者福祉の

システムづくりに取り組んでまいります。  

 子育て支援では、ふれあい会館や児童館や診療所を拠点施設として、ファミリー

サポート事業や子育てサークルの育成支援、病後児保育など、町民みんなで子育て

を支援する体制づくりに努めてまいります。  

また、児童虐待やＤＶに対応した、ネットワークづくりにも取り組んでまいりま

す。 

 次に、産業と雇用であります。  

「大山町の特性を活かし、魅力ある産業を展開するまちづくりをめざします。」  

大山町の基幹産業である農業を取り巻く情勢は、農業従事者の高齢化、農産物価

格の低迷、耕作放棄地の増加など多くの課題を抱え、厳しい環境にありますが、機

械施設の近代化省力化による経営の合理化、中山間地域等直接支払推進事業の拡充

やチャレンジプラン支援事業等の実施により、担い手農家や農業後継者の育成、新

規就農者の支援、農業経営基盤の強化を図ってまいります。  
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また、地域の共同活動として、農地・農業用水等の資源を保全する取り組みや環

境保全に向けた営農活動を支援するため、新たに「中山間地域等直接支払推進事業」

の平地版ともいえる農地・水・環境保全向上活動支援事業に取り組んでまいります。  

 農地の基盤整備では、中山地区県営畑地総合開発事業、名和地区畑地帯総合整備

事業、大淀地区畑地帯総合整備事業等の実施により、畑かん施設の幹線・支線水路

工事と道路整備に取り組んでまいります。  

 大山町は、県下でも有数の農業地帯で、豊富な農産物を有しており、県内一のさ

ざえ・わかめの水揚げを誇る水産地域でもありますが、農林水産業と観光業との結

びつきが弱く、地産地消活動も低迷しておりますので、町内での地産地消の普及・

定着化を図りますとともに、農林水産品と観光との連携の強化を図ってまいります。 

また、大山恵みの里づくり計画の着実な実現をめざし、大山そば、地大豆、高原

ブルーベリー、地鶏、特栽ブロッコリー、特栽ねぎ、特産梨、手づくり加工品など

８品目の試作・実証を行い、特産化、高付加価値化のための調査研究活動と有機農

業生産者の育成支援を図るため、有機農業研究会の設立に努めてまいります。  

畜産振興では、１０月１１日から大山町・米子市をはじめ鳥取県西部を会場に、

第９回全国和牛能力共進会が開催されます。この大会は和牛のオリンピックとも称

される由緒ある大会でありますが、およそ２０万人の来場が見込める一大イベント

でもありますので、大山町の観光・物産・文化等の情報を広く発信する絶好の機会

と捉え、共催イベントへの参加やもてなしの企画により、全国にＰＲしてまいりた

いと考えております。  

 林業振興では、引続き薬剤空中散布によります森林病害虫駆除や被害木の伐倒駆

除、樹種転換事業等を推進し森林の保全に努めてまいります。  

 水産振興では、「獲る漁業」から「育てる漁業」への転換を図るため、港整備交付

金を活用し、御崎漁港の防波堤及び物揚場整備工事、御来屋漁港改修工事などの基

盤整備を行うほか、漁業後継者の育成や定置網を活かした観光と特産品プラン事業

に対する助成を行ってまいります。  

 商工振興では、優良企業の誘致に積極的に取組み、若者の定住と就労の場の確保

に努め、地域産業の振興と活性化を図ってまいります。  

 観光振興では、大山の恵みを受けて育まれた人・食・自然・歴史・文化などの豊

富な資源を活かした、四季を通じて魅力ある観光産業の創造を図るため、大山恵み

の里づくり計画に基づく大山恵みの里公社設立に向けた設立計画の策定やサイン・

看板・標識等の整備、パンフレット・マップの検討、街なみ環境整備事業計画の策

定、大山寺参道周辺の空き店舗や空き地の活用、大山アートギャラリー展や大山の

恵みからす天狗市の開催など、多様なイベントや観光施策を展開し、地域の活性化

や観光客の招致に努めてまいります。  
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次に住民自治・行財政について。「一人ひとりが大切にされ活かされる協働のまち

づくりをめざします。」まちづくりを進めていくうえで、町民の皆さんと行政が協働

で施策を進めることは極めて重要であります。地方分権の時代にふさわしい住民自

治を推進し、発展させていくため、自治基本条例の策定や自治組織の仕組みづくり

についての研究を始めてまいります。  

 住民参画の推進では、各種審議会、委員会等各種委員の選任にあたり、公募を原

則として、まちづくりへの参画機会の拡充に努めてまいります。  

地域コミュニティーでは、自らが住み暮らす地域の改善や活性化を図る取組みを

支援するための「ふるさと活性化事業補助金」や、３町合併に伴います人、組織、

各種団体の交流を促進するため「大山町交流促進支援交付金」を引き続き計上いた

しております。 

世代間の交流では、生活様式の多様化や都市化の進行により地域社会に対する帰

属意識が薄まり、地域のふれあいや連帯感が失われつつあります。子どもと中高年・

高齢者の交流など世代間の交流促進を図るため、行事、祭、イベントを支援してま

いります。 

国際交流・国内交流では、旧３町で取組んでこられました交流の意思と過程を尊

重しアメリカテメキュラ市、韓国江原道襄陽郡、広島県呉市、沖縄県嘉手納町との

交流のほか、町内中学校と国際姉妹縁組中学校との交流についても、継続してまい

ります。 

広報広聴事業では、行政の透明化と情報公開をより積極的に推進するため、広報

「だいせん」・ケーブルテレビ・防災無線業務の集中化を図り、住民自治やまちづく

り活動に必要な行政情報の積極的な提供と共有化に努めますとともに、「町長への手

紙」、ホームページの「掲示板」などによる広聴事業の充実に努めてまいります。  

 健全な財政運営では、長引く景気の低迷により、自主財源であります町税収入が

伸び悩み、財政状況は逼迫しております。また、依存財源においても、三位一体の

改革や国県の苦しい財政事情により、大変厳しい状況に追い込まれております。限

られた財源を最大限に活かし、重点施策への優先的な投資に努めますとともに、事

務事業の見直しや、自主財源確保のため税、貸付金、使用料、負担金等の滞納金徴

収対策、遊休地の処分に取組み、財政の健全化を図ってまいります。先般、大山町

行財政改革審議会から行財政改革大綱や集中改革プラン、補助金等の見直しについ

て答申をいただきました。この答申を重く受け止め、自己決定・自己責任の原則に

基づき、行政体制の整備や行財政改革に努めスリムな行政を目指してまいりたいと

考えております。  

このほか、平成１９年４月１日から、中山温泉館・生活想像館・及びふるさとフ

ォーラムなかやま文教の森四季彩園、社会体育施設、名和地域休養施設、大山スポ
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ーツ公園の各施設に指定管理者制度を導入し、維持管理経費の縮減に努めてまいり

ます。 

平成１７年度決算における財政指標を見ますと、経常収支比率、８９．９％、平

成１５年度から１７年度までの３カ年平均の起債制限比率１１．３％、公債費負担

比率２０．８％と財政指標数値におきましても財政の硬直化が顕著になっており、

最後の頼みであります基金積立金も年々減少する現状を直視し、引続き人件費、物

件費、維持補修費、扶助費、補助費、公債費といった経常経費や特別会計繰出金の

削減に努め、健全な財政運営に取組んでまいります。  

 終わりに各部門にわたり、平成１９年度の主要施策につきまして、その取組みの

方針をご説明いたしましたが、平成１９年度予算は、町税、地方交付税、国・県支

出金、基金など歳入財源の確保が極めて困難な状況下、大山町総合計画の基本理念

であります「大山の恵みを受け継ぎ、元気な未来を拓くまちづくり」元年として、

苦しい懐事情にも拘らず創意工夫を重ね予算編成に取組んでまいりました。  

町民の皆さんのご要望の総てにお応えすることは困難でありますが、執行に際し

ましては、先刻破綻をいたしました夕張市を他山の石と考え、更なる事務事業の見

直しや、費用対効果を基本に、慎重なる予算執行をしてまいりたいと考えておると

ころであります。  

重ねて議会の皆さんの深いご理解とご協力をお願い申し上げ、平成１９年度の大

山町の施政方針の説明とさせていただきます。  

○議長（鹿島 功君） ここで暫時休憩します。再開は１１時１０分とさせていただ

きます。 

午前１１時００分 休憩 

─────────────────・───・───────────────  

午前１１時１０分 再開 

日程第５ 議案第１３号から日程第５９ 議案６７号 

○議長（鹿島 功君） 再開いたします。日程第５、議案第１３号  大山町放課後児

童クラブ条例の制定についてから、日程第５９、議案第６７号  平成１８年度大山

町索道事業会計補正予算（第３号）まで、計５５件を一括議題にします。提案理由

の説明を求めます。町長。  

○町長（山口隆之君）   それでは、ただいまご上程いただきました議案第１３号か

ら提案理由のご説明を申し上げます。  

まず議案第１３号  大山町放課後児童クラブ条例の制定について提案理由のご説

明を申し上げます。 

本案は、放課後児童健全育成事業を行うため、放課後児童クラブを設置し、管理

及び利用について必要な事項を定めるものあります。放課後児童クラブは、放課後
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家庭において児童を養育する者がいない小学校の児童を対象として保育及び指導を

行い、児童の健全な育成を図るものであります。現在、放課後児童クラブではおや

つ代のみを徴収しており、費用負担の公平性、平等性の観点から、放課後児童クラ

ブ使用料を徴収するものであります。この条例は、平成１９年４月１日から施行す

ることといたしております。以上で議案第１３号の提案理由の説明を終わります。  

 次に議案第１４号  大山町特別会計条例の一部を改正する条例について提案理由

のご説明を申し上げます。 

本町では将来の通信と放送技術の進展に対応可能な情報通信基盤の整備を進める

ため、平成１８年度事業として全町に光ケーブルを敷設してまいりました。工事も

ほぼ終了し、平成１９年度には全町でケーブルテレビなどの利用ができるようにな

ります。 

今回の条例改正は、この情報通信基盤にかかる歳出、歳入など予算を明らかにす

るため、新たに大山町情報通信事業特別会計を設けるものであります。また、条例

第１条に掲げる特別会計の順番が、議会に提案する順番と異なっておりましたので、

今回の条例改正にあわせ改めるものであります。 

なお、条例の施行時期は平成１９年４月１日からとしております。以上で議案第

１４号の提案理由の説明を終わります。  

次に議案第１５号   大山町課設置条例の一部を改正する条例について説明をいた

します。 

本案は、新年度に向け役場の機構改革を実施するため、条例の改正を行うもので

あります。本町では、町の活性化を図るため、合併時に策定をした新町まちづくり

プランをもとに、大山町総合計画及び大山町恵みの里づくり計画を策定いたしまし

た。平成１９年度におきましては、これらの計画を実現する為、具体的な事業に本

格的に着手していくこととしております。大山恵みの里づくり計画は、公社の設立

を始め農林水産業、観光など幅広い部門が関係する計画となっております。この計

画を具現化するため、今まで計画の立案に携わってきた企画情報課の大山振興室を

大山振興課として発足させ、公社設立など大山恵みの里づくり計画の推進に関わる

業務と関係課で実施する大山恵みの里づくり計画の推進にかかわる業務の統括をこ

の課で行わせるよう考えております。  

企画情報課においては、大山振興室が独立をしますが、平成１９年度から始まる

ケーブルテレビの開始に伴い、広報紙、防災無線など町からの情報発信の一元化を

図るように考えております。また、総務課の業務と調整を図り、交通安全を企画情

報課の業務とするようにいたしております。  

また、産業振興課では農林水産業と企業誘致及び雇用関係の業務を行っておりま

したが、企業誘致及び雇用関係の業務を観光商工課に移し、特に本町の基幹産業で
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ある農林水産業に力を入れたいと考え産業振興課の名称を農林水産課といたします。 

観光商工課においては所属の職員を、県の大阪事務所に派遣しておりますので、

観光商工課において企業誘致にも一層力を入れていきたいと考えております。なお、

条例の施行時期は平成１９年４月１日からといたしております。以上で議案第１５

号の提案理由の説明を終わります。  

 次に議案第１６号  大山町立学校等設置条例の一部を改正する条例について、提

案理由のご説明をいたします。  

本案は、名和小学校統合校舎の新築完成に伴い、現在の大山町立名和小学校西校

舎及び東校舎を廃止し、平成１９年度に新たに大山町立名和小学校を設置するため、

小学校の名称及び位置を改めることについて、条例の一部を改正するものでありま

す。 

 附則で、施行を平成１９年４月１日といたしております。以上で議案第１６号の

提案理由の説明を終わります。  

 次に議案第１７号  大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

て説明をいたします。  

 本案は、人事院勧告による扶養手当の改正、地方自治法の改正による会計管理者

の設置などにより、条例の改正を行うものです。  

 平成１８年度人事院勧告では、官民格差が極めて小さいということで給料、期末

手当などの改定は行われませんでしたが、少子化対策がわが国全体の重要な課題と

して取り組まれている中で、扶養手当の充実を図ることとなり、３人目以降の扶養

手当の支給月額を１，０００円引き上げて６，０００円にし、２人目までと同じ額

にするという勧告が出されました。本町においてもこの勧告に合わせ改正するもの

であります。 

 条例第１６条第２項は、時間外勤務手当等を計算する際の基礎となる一時間当た

りの給料額の算出について定めたものでありますが、算定の基礎となる内容が国の

ものと相違しており、本町の条例では住宅手当の額を入れて算出しておりましたの

で、これを削除し国のものに合わせるよう改正を行うものであります。 

 別表第２の行政職給料表級別職務分類表につきましては、地方自治法の改正によ

り会計管理者を設置することになりましたので、５級、６級に会計管理者の職務を

入れるよう改正いたしております。また、別表第２の医療職給料表（一）級別標準

職務表につきましては、４級を診療所長としておりましたが、県から派遣される医

師は、１級の医師が派遣されています。現在、医師は補職として各診療所の所長と

いう位置づけにしておりますので、混乱のないよう職務表を改めるものであります。 

なお、条例の施行時期は平成１９年４月１日からといたしております。以上で議

案第１７号の提案理由の説明を終わります。  
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次に議案第１８号   大山町隣保館条例の一部を改正する条例について提案理由の

ご説明を申し上げます。  

この条例は、大山町下田中隣保館を新しく建設したことにより、その名称及び位

置について、条例の一部を改正するものであります。尚、附則におきまして施行期

日は平成１９年４月１日からとしております。  

また、この名称の一部改正により、「大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例」並びに「大山町下田中老人憩いの家条例」及び「大山町

浜ノ上地区集会所条例」の一部を改正するものであります。以上で議案第１８号の

提案理由の説明を終わります。  

次に議案第１９号   大山町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例につ

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、各地区で取り扱いが異なっていた部落公民館・集会所の下水道使用料を

統一するために改正するものであります。  

改正内容は大山町農業集落排水処理施設条例第１９条第１項の次に第２項を追加

し、部落公民館・集会所の下水道使用料金の徴収時期を、別表第３で部落公民館・

集会所の使用料金を、附則で施行時期を定めております。以上で議案第１９号の提

案理由の説明を終わります。  

次に議案第２０号   大山町公共下水道条例の一部を改正する条例について提案理

由の説明をいたします。  

本案は、各地区で取り扱いが異なっていた部落公民館・集会所の下水道使用料を

統一するために改正するものであります。  

改正内容は大山町公共下水道条例の別表で部落公民館・集会所の使用料金と徴収

時期を、附則で施行時期を定めております。以上で議案第２０号の提案理由の説明

を終わります。  

次に議案第２１号  大山町開拓専用水道管理条例の一部を改正する条例について

提案理由の説明を申し上げます。  

本案は、各地区で取り扱いが異なっていた部落公民館・集会所の水道使用料を統

一するために改正するものであります。  

改正内容は、大山町開拓専用水道条例第２０条の料金表に定めてある合併前の中

山町の給水区域の部落公民館用の料金表を削除し、新たに町内の部落公民館・集会

所の水道使用料を定めております。同２１条第 1 項の次に第２項を追加し賦課徴収

する時期と世帯数の確認方法を定めております。  

附則では、この条例の施行時期を定めております。以上で議案第２１号の提案理

由の説明を終わります。  

次に議案第２２号   大山町水道事業の設置及び給水に関する条例の一部を改正す
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る条例について提案理由の説明を申し上げます。  

本案は、各地区で取り扱いが違っていた部落公民館・集会所の水道使用料を統一

するための改正と種原簡易水道の料金体系を人員割から従量制に改正するものであ

ります。 

改正内容は大山町水道事業の設置及び給水に関する条例第３０条第２項の次に第

３項を追加し、賦課徴収する時期と世帯数の確認方法を、別表第２に定めてある合

併前の中山町の給水区域の水道使用料の部落公民館用の料金表を削除し、新たに町

内の部落公民館・集会所の水道使用料を定めています。  

併せて別表第２で大山地区水道使用料の種原地区簡易水道使用料金を従量制に

変更いたしております。  

附則では、この条例の施行時期を定めております。以上で議案第２２号の提案理

由の説明を終わります。  

 次に議案第２３号  鳥取県西部広域行政管理組合の規約を変更する協議について

提案理由のご説明を申し上げます。  

本案は、平成１８年６月７日に公布された地方自治法の一部を改正する法律が、

平成１９年４月１日から施行されることにより、助役及び吏員制度が見直され、並

びに収入役制度が廃止されることにともない、組合規約を変更する必要が生じまし

たので、地方自治法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでありま

す。 

  主な変更点について、ご説明をいたします。第８条の見出し中「、副管理者及び

収入役」を「及び副管理者」に、同条第１項中「、副管理者９人及び収入役 1 人」

を「及び副管理者９人」に、同条第３項中「米子市助役」を「米子市副市長」に改

めますとともに、同条第４項を削除し、同条の次に第８条の２として、会計管理者

設置に係る新たな条項を加えております。  

第１０条では、「吏員その他の職員」を「管理者の補助機関である職員」に語句の

改正をいたしますとともに、附則でこの規約の施行日を、平成１９年４月１日と定

めております。以上で、議案第２３号の提案理由の説明を終わります。  

次に議案第２４号   鳥取県町村職員退職手当組合規約を変更する協議について提

案理由のご説明を申し上げます。  

本案は、地方自治法の一部を改正する法律が、平成１９年４月１日から施行され

ることに伴い、収入役制度が廃止され、会計管理者の設置が必要であることから、

組合に会計管理者 1 人を設置し、会計管理者は組合職員のうちから、組合長がこれ

を任命するものであること、及び「吏員その他の職員」が「職員」とされたことに

伴い、組合規約に所要の整備を加える必要が生じましたので、地方自治法第２９０

条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。  
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  附則でこの規約の施行日を、平成１９年４月１日と定めております。以上で、議

案第２４号の提案理由の説明を終わります。  

次に議案第２５号   鳥取県町村消防災害補償組合規約を変更する協議について提

案理由のご説明を申し上げます。  

本案は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律の一部を改正する法律が、平成１７年７月１日から施行されたこと並びに消

防組織法の一部を改正する法律が、平成１８年６月１４日から施行されたことに伴

い、引用条項の整備を行うものであります。 

同様に、地方自治法の一部を改正する法律が、平成１９年４月１日から施行され

ることに伴い、収入役制度が廃止され、会計管理者の設置が必要となることから組

合に会計管理者１人を設置し、会計管理者は組合職員のうちから、組合長がこれを

任命するものであること、及び「吏員その他の職員」が「職員」とされたこと等に

より、組合規約に所要の整備を加える必要が生じましたので、地方自治法第２９０

条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。  

  附則でこの規約の施行日を、平成１９年４月１日と定めております。以上で、議

案第２５号の提案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第２６号  町道路線の認定について提案理由の説明をいたします。  

 本案は、大山町下甲地内、下甲農免農道から分岐し、町道中山口住吉線へ通じる路

線であります。この路線は、中山小学校の通学路として利用され、歩道付き道路とし

て整備されており、公益性からも町道として適正管理を行うべき道路として、町道認

定をお願いするものであります。  

 路線名は、町道中山小学校線とし、延長は約１００ｍで、起点は大山町下甲、下甲

農免農道交差点、終点を大山町下甲、町道中山口住吉線交差点とし、道路法第８条第

２項の規定により、議決を求めるものであります。以上で議案第２６号の提案理由の

説明を終わります。  

次に議案第２７号 町道路線の変更について、提案理由のご説明をいたします。  

 本案は、町道末長押平線の終点の位置と町道押平所子線の終点の位置を変更するも

のであります。 

 なお、町道押平所子線の起点の変更につきましては表示の方法を、地番表示から路

線名表示に変えたものであり、位置の変更はありません。この二つの道路は、旧町時

代は阿弥陀川を境にそれぞれの町で町道として認定をしておりました。山陰道の阿弥

陀川への橋梁新設に伴い、町界を結んでいた潜水橋を上流に架け替え、それに伴い道

路も付け替えることとなり、今年の３月末をもちまして全ての工事を終え供用を開始

することとなります。  

 これにより、町道末長押平線は新しい阿弥陀川橋、押平橋を渡り、山陰道側道とし
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て主要地方道名和岸本線に接続し、町道所子押平線は、町界であった終点をそのまま

大山地区に延ばし、町道名大橋所子線に接続するものであり、町道路線としての変更

をお願いするものであります。町道末長押平線の終点は、大山町名和町界から大山町

押平、主要地方道名和岸本線交差点に変更し、町道押平所子線の終点は、大山町押  

平字前塚田２８６－３地先から大山町所子、町道名大橋所子線交差点に変更すること

とし、道路法第１０条第３項の規定により、議決を求めるものであります。以上で議

案第２７号の提案理由の説明を終わります。  

議案第２８号  工事請負変更契約の締結について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

本案は平成１８年７月２５日締結の光徳地区農業集落排水事業管路施設１６工区

工事の請負変更契約を締結することについて、地方自治法第９６条第１項第５号及

び大山町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、議会の議決を求めるものであります。  

変更の内容は、契約金額の５，３５５万円に２５６万９５０円増額し、５，６１

１万９５０円とするものであります。契約の目的、契約の相手方に変更はありませ

ん。以上で議案第２８号の提案理由の説明を終わります。 

次に議案第２９号  大山町鈑戸辺地に係る総合整備計画の策定について提案理由

のご説明をいたします。  

本案は、鈑戸地区簡易水道を大山寺地区上水道に統合整備し、良質な飲用水を安

定的に供給するため大山町鈑戸辺地に係る総合整備計画を策定するものであります。 

計画の概要は、送水管８５０メートルを布設して双方の施設を接続し、滅菌設備

を新設し、鈑戸地区簡易水道の湧水水源を廃止するものであります。  

整備計画期間は、平成１９年度の１カ年とし、事業費は、２，８００万円で、そ

の内訳は、特定財源として国庫補助金１，１２０万円と一般財源１，６８０万円で

あります。一般財源のうち８４０万円を辺地対策事業債で充当する予定であります。

以上で、議案第２９号の提案理由の説明を終わります。  

次に議案第３０号  大山町退休寺・高橋辺地に係る総合整備計画の変更について

提案理由のご説明を申し上げます。 

本案は、町道高橋樋谷線の拡幅改良計画に地域の交流、研修、災害時の避難拠点

機能をもつ多目的集会施設整備計画を追加するために平成１８年度策定しました大

山町退休寺・高橋辺地に係る総合整備計画を変更するものであります。  

変更後の整備計画は、平成１８年度から平成１９年度の２カ年とし、事業費は、

５，９１１万円で、その内訳は地元負担金６００万円と一般財源５，３１１万円で

あります。一般財源のうち５，３１０万円を辺地対策事業債で充当する予定であり

ます。 
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追加します事業の概要は、退休寺地区多目的集会所建設であります。木造平屋建

て瓦葺で床面積が、約１８０平方メートルであります。事業の計画期間は、平成１

９年度の１カ年とし、事業費は、設計監理費２１０万円と建設事業費２，７９０万

円をあわせた３，０００万円で、その内訳は、地元負担金６００万円と辺地対策事

業債２，４００万円を予定しています。以上で、議案第３０号の提案理由の説明を

終わります。 

次に議案第３１号  大山町種原辺地に係る総合整備計画の変更について提案理由

の説明をいたします。  

本案は、通学用車両を導入するために策定しました一の谷、赤松、種原辺地に係

る総合整備計画のうち種原辺地に係る部分を変更するものであります。  

この計画は、２級町道種原大野線を２車線に拡幅し、あわせて歩道を整備し、車

両の円滑な通行と歩行者の安全を確保。そして、地域住民の日常生活の向上と地域

の活性化を図るためものであります。  

事業の概要は、一般県道大山口停車場大山線から６８０メートルの区間を整備す

るものであります。  

整備計画期間は、平成１９年から平成２１年の３カ年とし、事業費は、１億円で、

その内訳は、特定財源として国庫補助金５，５００万円と一般財源４，５００万円

であります。一般財源のうち４，４９０万円を辺地対策事業債で充当する予定であ

ります。以上で、議案第３１号の提案理由の説明を終わります。  

次に議案第３２号  平成１９年度大山町一般会計予算について提案理由のご説明

を申し上げます。  

 第１条では、平成１９年度大山町一般会計歳入歳出予算の総額は、歳入歳出９７

億１，０００万円と定め、歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は、

「第１表 歳入歳出予算」によることといたしております。  

第２条では、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は「第２表  債務負担行為」によることといたして

おります。 

第３条では、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第３表地方債」に

よることといたしております。  

第４条では、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ

の最高額は１０億円と定めております。  

 第５条では、歳出予算の流用について、定めております。   

 次に、歳入の主なものについて、各款をおってご説明申し上げます。  

 第５款町税では、町民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、入湯税の
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１５億７，４３１万１，０００円を計上いたしております。  

 第１０款地方譲与税は、自動車重量譲与税、地方道路譲与税を合わせ、１億５，

４５７万円を計上いたしております。  

 第１５款利子割交付金は、県の交付見込み額に基づき８１０万７，０００円を計

上いたしております。  

 第１６款配当割交付金及び第１７款株式等譲渡所得割交付金では、収入見込み額

の４６１万５，０００円と４７７万２，０００円を計上いたしております。  

第１８款地方消費税交付金では、県の交付見込み額に基づき１億５，４５４万６，

０００円を計上いたしております。  

 第２０款ゴルフ場利用税交付金は、前年度実績を考慮し１，１３６万１，０００

円を計上いたしております。  

 第２５款自動車取得税交付金では、県の推計交付額に基づき６，４１８万１，０

００円を計上いたしております。  

 第３０款地方特例交付金では、県の推計交付額に基づき１，４３４万７，０００

円を計上いたしております。  

第３５款地方交付税では、普通交付税、特別交付税合わせまして、４４億５，８

００万円を計上いたしております。  

第４０款交通安全対策特別交付金は、３７０万円を計上いたしております。  

 第４５款分担金及び負担金では、１億６１３万７，０００円を計上いたしており

ますが、主なものは、第１０項負担金の保育所負担金１億１０９万４，０００円で

あります。 

 第５０款使用料及び手数料では、第５項使用料７，１７６万円と第１０項手数料

２，８１９万円の合計９，９９５万円を計上いたしております。  

 第５５款国庫支出金では、３億９，８４９万５，０００円を計上しております。

第５項国庫負担金は１億４，６５２万４，０００円の計上で、主なものは民生費国

庫負担金の障害者自立支援法負担金８，２６８万円及び児童手当負担金４，５４５

万４，０００円であります。第１０項国庫補助金は、２億４，６４１万５，０００

円の計上で、主なものは農林水産業費国庫補助金の港整備交付金２，９２５万円、

土木費国庫補助金の建設機械整備費補助金２，０００万円、地方道路整備臨時交付

金６，３８０万円、教育費国庫補助金の学校校舎施設補助金７５６万４，０００円、

安心・安全な学校づくり交付金９，５２１万８，０００円であります。第１５項委

託金は、５５５万６，０００円の計上で、主なものは、民生費委託金の国民年金事

務費委託金４４３万６，０００円であります。  

 第６０款県支出金では、６億４，５０８万１，０００円を計上いたしております。

第５項県負担金は、１億９，３８３万１，０００円の計上で、主なものは総務費県
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負担金の県民税賦課徴収費負担金３，３８０万円、民生費県負担金の保険基盤安定

負担金７，７３７万５，０００円、障害者自立支援法負担金４，１３３万９，００

０円、児童手当県負担金３，２８６万３，０００円であります。第１０項県補助金

では４億６１２万５，０００円の計上で、主なものは、総務費県補助金の市町村交

付金３，０２７万２，０００円、合併支援交付金３，０６７万８，０００円、民生

費県補助金の特別医療費補助金４，２３８万１，０００円、隣保館運営費補助金２，

０８６万５，０００円、農林水産業費県補助金の中山間地域等直接支払推進事業補

助金７，７４０万６，０００円、チャレンジプラン支援事業補助金１，４８０万５，

０００円、地籍調査事業補助金２，１９４万２，０００円、漁村再生交付金４，０

００万円であります。第１５項委託金は４，５１２万５，０００円の計上で、主な

ものは、総務費委託金の県議会議員選挙及び県知事選挙費委託金１，６７７万７，

０００円、参議院議員通常選挙委託金２，３９９万３，０００円であります。  

第６５款財産収入では、１，１１４万５，０００円を計上しておりますが、主な

ものは、第５項財産運用収入土地建物貸付料９１０万６，０００円であります。 

第７０款寄付金では、６１０万円を計上いたしておりますが、主なものは、総務

費寄附金の集会所建設事業費寄附金６００万円であります。  

 第７５款繰入金では、４億８，５４７万３，０００円を計上いたしております。

第５項特別会計繰入金は４７万３，０００円で、主なものは財産区特別会計繰入金

４０万円であります。第１０項基金繰入金では、財源調整のため基金からの繰入金

４億８，５００万円を計上いたしておりますが、その内訳は財政調整基金繰入金１

億円、減債基金繰入金１億５，０００万円、公共施設整備基金繰入金５，０００万

円、地域福祉基金繰入金５，０００万円、公共下水道事業推進基金繰入金３，５０

０万円、集落排水事業推進基金繰入金１億円であります。  

 第８０款繰越金では、繰越額を１億１，０００万円と推計し計上いたしておりま

す。 

 第８５款諸収入では、２億１，３３０万９，０００円を計上いたしております。

第１５項貸付金元利収入は、１億２，８０３万８，０００円の計上で、主なものは、

商工費貸付金収入の中小企業小口融資貸付金元利収入９，７９０万円、中小企業設

備資金貸付金元利収入５８０万円、地域総合整備資金貸付金元利収入２，１３３万

８，０００円であります。第２５項雑入は、８，５０６万６，０００円の計上で、

主なものは、総務費雑入でオータムジャンボ宝くじ交付金４００万円、駐車場料金

３６５万２，０００円、特別医療高額療養費戻入金３，７４３万７，０００円、中

山間地域等直接支払推進事業返還金６０４万４，０００円、中山町誌販売代金２５

０万円などであります。  

 第９０款町債では、１１億８，１８０万円を計上いたしております。主なものは、
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第５項町債で、総務債の臨時財政対策債３億６，２９０万円、合併振興基金分１億

４，２５０万円、農林水産業債の御崎・御来屋漁港整備事業債６，９２０万円、農

業農村整備事業債６，０６０万円、土木債の臨時地方道整備事業一般分特別分を合

計して６，７００万円、辺地対策事業債５，６３０万円、教育債の義務教育施設整

備事業債３億２，６１０万円であります。  

次に歳出の主なものについて、ご説明を申し上げます。第１０款総務費では、１

２億７９６万５，０００円を計上いたしております。  

第５項総務管理費の一般管理費で、アスベスト除去工事に取組みます民間事業者

に対するアスベスト撤去事業補助金１，３６８万円、積立金では、減債基金積立金

４，４６９万７，０００円を計上していますが、この減債基金積立金の原資は、職

員給与費の３％減額分であります。また本年度は、合併振興基金積立金１億５，０

００万円、合併支援事業基金積立金２，９５２万７，０００円も予定いたしており

ます。企画費で、退休寺集会所建設事業３，０００万円、町の活性化を目的として

取り組む「大山恵みの里プロジェクト推進事業」は、地域プロデューサーの雇用経

費を含め９３５万１，０００円、工事完成が間近となった情報通信基盤整備事業に

ついては、新年度から特別会計で管理運営することとし、一般会計では特別会計へ

の繰出金９，１３６万円を計上、また、住民自治組織の育成強化を図るための予算

として、８８万３，０００円を計上しております。支所費で、旧中山中学校プール

の解体経費１，０００万円、総務施設管理費で、中山生活想像館・四季彩園の指定

管理料１，７２０万円、温泉事業特別会計繰出金２２５万７，０００円の新規計上

をいたしております。  

第１５款民生費では、２０億１，５４８万５，０００円を計上いたしております。

主なものは、第５項社会福祉費の社会福祉総務費で社会福祉協議会補助金として３，

２４６万６，０００円、特別医療費１億２，２２９万９，０００円、社会福祉施設

費で福祉センターなかやま及び保健福祉センターだいせんの指定管理委託料それぞ

れ５１０万円、１，６２４万５，０００円、老人福祉費で老人施設入所措置費委託

料３，３７６万８，０００円、後期高齢者医療広域連合共通経費負担金１，５４８

万９，０００円、高齢者居住環境整備事業補助金６４０万円、障害者福祉費で障害

者施設訓練支援費１億３，９７３万５，０００円であります。第１０項児童福祉費

では、児童措置費の扶助費において、児童手当１億１，１１８万５，０００円を計

上いたしております。  

第２０款衛生費では、８億８，４４５万３，０００円を計上いたしております。

主なものとしましては、第５項保健衛生費の予防費で予防接種委託料２，０００万

円、各種がん検診委託料２，２００万円、第１０項清掃費の塵芥処理費で、廃棄物

収集業務委託料１億２，７７１万７，０００円、旧大山町のゴミ焼却場の解体に向
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けたダイオキシン類事前調査及び発注仕様書作成等委託料８５２万６，０００円、

し尿処理費の合併処理浄化槽設置補助金７７１万円などであります。  

第３０款農林水産業費では、１２億９，７２３万７，０００円を計上いたしてお

ります。 

主なものとしましては、第５項農業費の農業振興費で農地・水・環境保全向上活

動支援事業負担金１，８７５万９，０００円、中山間地域直接支払推進事業交付金

１億６６２万６，０００円、チャレンジプラン支援事業費補助金２，２２０万８，

０００円、畜産業費で全国和牛能力共進会大山町実施本部負担金１５２万７，００

０円、農地費で新農業水利システム保全対策工事費７６５万４，０００円、大淀地

区畑地帯総合整備事業負担金４，４６２万５，０００円、中山地区県営畑地総合開

発事業負担金５，２５０万円、名和地区県営畑地総合開発事業負担金５，２５０万

円、農業施設運営費で３つの農業者トレーニングセンター等の指定管理料２，０６

５万９，０００円、地籍調査事業費で、地籍測量委託料２，３８１万３，０００円

であります。第１５項水産業費では、水産業振興費で漁業経営開始円滑化事業補助

金１，２７０万円、漁港建設費で御崎漁港及び御来屋漁港整備費合わせて１億４，

２８７万４，０００円を計上いたしております。  

第３５款商工費では、２億５，６４７万９，０００円を計上いたしておりますが、

主なものは、第５項商工費の商工振興費で中小企業小口融資貸付金９，７９０万円、

観光費で大山恵みの里づくり計画推進事業として建物の設計監理委託料１１５万５，

０００円、グリーンロッジ等の改修工事費７３５万円、建物の取得費４，２００万

円、ギャラリー開設負担金７００万円を新規計上しております。  

第４０款土木費では、７億７，０４５万３，０００円を計上いたしておりますが、

主なものは、第１０項道路橋梁費の道路維持費でロータリー除雪車購入費３，００

０万円の新規計上、道路新設改良費の地方道路臨時交付金事業で山村文珠領線道路

改良工事費 1 億２６０万円、同じく種原大野線道路改良工事費１，２００万円、同

じく上万平田線道路改良工事費１，１００万円、町道報国羽田井線道路改良工事費

４，０４８万円、第２５項住宅費の住宅管理費で町営住宅修繕工事１，７６９万２，

０００円であります。  

第４５款消防費では、３億１，１５９万３，０００円を計上いたしております。

主なものは、第５項消防費の常備消防費で西部広域行政管理組合負担金２億６，５

４４万２，０００円、防災対策費で耐震改修促進事業として６２６万４，０００円、

自主防災組織育成補助金２７０万円であります。  

第５０款教育費では、１２億２，８７８万２，０００円を計上いたしております。

その主なものといたしましては、第５項教育総務費の教育振興費で、きゃらぼく  

教室の運営費５５５万１，０００円の新規計上、教育研究所費で中山町誌の印刷製
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本費７５９万１，０００円、第１０項小学校費の学校管理費で３０人学級を維持す

るための協力金８００万円、小学校建設費で中山小学校耐震補強及び大規模改修事

業費２億９，３３２万５，０００円、第１５項中学校費の学校建設費で大山中学校

技術棟改築事業１億６，０１２万５，０００円、第２５項保健体育費の体育施設費

で町営野球場などの指定管理料８４４万２，０００円を新規に計上いたしておりま

す。 

第６０款災害復旧費では、７９１万４，０００円を計上しておりますが、これは

農林水産施設災害復旧費で、昨年７月の豪雨災害による単独災害復旧事業費を計上

したものであります。  

第６５款公債費では、１６億１３６万３，０００円を計上いたしております。 

主なものは、第５項公債費の元金償還金１３億７，４１１万５，０００円、償還

金利子２億２，６９９万円であります。  

第９０款予備費では、１，５３１万８，０００円を計上し、不測の事態に備える

ことにいたしております。  

給与費につきましては、特別職、一般職の報酬、給料、職員手当を合わせまして

１５億８，８２４万４，０００円計上いたしております。以上で、議案３２号の提

案理由の説明を終わります。 

続きまして議案第３３号  平成１９年度大山町土地取得特別会計予算について、

提案理由のご説明をいたします。  

第１条において、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６万６，０００円

と定めております。  

 歳入についてご説明いたします。  

第５款財産収入では、第５項財産運用収入で土地開発基金利子２６万５，０００

円を、第１５款繰入金では、第５項繰越金で繰越金１，０００円をそれぞれ計上い

たしております。  

次に歳出について、ご説明いたします。  

第５款諸支出金では、第５項公有財産取得費で２６万６，０００円を土地開発基

金に繰出し、基金積立するものであります。以 上 で 議 案 第 ３ ３ 号 の 提 案 理 由 の

説 明 を 終 わ り ま す 。  

○議長（鹿島 功君） ここで暫時休憩します。再開は１３時です。  

午前１１時５５分 休憩 

─────────────────・───・───────────────  

午後 １時００分 再開 

○議長（鹿島 功君） それでは再開いたします。引き続き町長の説明を求めます。

○町長（山口隆之君） 引き続き提案理由のご説明を申し上げます。    
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議案第３４号  平成１９年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい

て提案理由のご説明をいたします。  

第１条において、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３，６７４万６，００

０円と定めております。  

まず、歳入の主なものは、第５款県支出金３９６万８，０００円、第２０款諸収

入第１０項で貸付金元利収入３，２５１万円であります。  

次に歳出について、ご説明いたします。  

第５款総務費、第５項総務管理費１０５万８，０００円は、弁護士費用等の償還

事務費、第１０款公債費３，５６８万８，０００円は、起債の元利償還金でありま

す。以上で議案第３４号の提案理由の説明を終わります。  

 議案第３５号  平成１９年度大山町開拓専用水道特別会計予算について提案理由

のご説明をいたします。  

本案は大山町が管理する開拓専用水道の維持管理に要する経費を計上いたしてお

ります。 

第１条では平成１９年度大山町開拓水道の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１,３９２万円と定めております。第２条で歳出予算の流用について定めておりま

す。 

内容について歳入から説明申し上げます。第５款管理収入の１ ,１３４万８，００

０円は水道給水料を計上しております。  

第１０款使用料及び手数料の１，０００円は工事検査手数料を見込んでおります。

第１５款寄付金の２０万円は開拓水道加入負担金を計上しております。  

第２０款繰越金の２２５万１，０００円は前年度繰越金を見込んでおります。  

第２５款諸収入１２万円は預金利子や開拓水道施設管理負担金等を見込んでいま

す。 

次に歳出についてご説明します。 

第５款総務費の１ ,３６２万円は施設管理に要する経費や開拓地区水道管更工事

費等を計上しております。  

第９０款予備費の３０万円は不測の事態に備えるものであります。以上で議案第

３５号の提案理由の説明を終わります。 

議案第３６号  平成１９年度大山町地域休養施設特別会計予算について提案理由

のご説明を申し上げます。  

本案は、大山町名和地域休養施設の管理運営等を行うための特別会計の予算につ

いて議決をお願いするものであります。  

大山町名和地域休養施設については、指定管理者を導入することと決定しており、

予算の総額は歳入歳出それぞれ１，４３４万７，０００円計上しております。  
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歳入の主なものは、一般会計繰入金１，４３４万７，０００円であります。昨年

度まで計上しておりました使用料及び手数料は、すべて指定管理者の収入となりま

す。 

一方歳出でありますが、指定管理者である御来屋賑港株式会社に支払う指定管理

料１，３０５万円、施設修繕料５０万円、施設保険料２７万７，０００円、１８年

度まで地域休養施設の管理運営を委託しておりました大山町地域振興会の解散に伴

う経費の助成として５０万円を見込んでおります。  

 なお、指定管理の期間を平成２１年度までの３年間としており、債務負担行為の

限度額も設定させていただきました。以上で議案第３６号の提案理由の説明を終わ

ります。 

次に、議案第３７号  平成１９年度大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備

資金貸付事業特別会計予算について提案理由のご説明を申し上げます。  

 本案は、高齢者の居室や障害者の住宅を整備するため、資金の一部を貸し付けて

いた事業の予算ですが、昭和６０年度で事業は完了しており、起債の償還も平成７

年度で終了しております。現在は、貸付金の未償還金を徴収するのみの会計となっ

ております。 

 予算の総額は、歳入歳出それぞれ７万３，０００円であります。  

 歳入については、貸付元利収入等７万３，０００円、また歳出については、一般

会計繰出金７万３，０００円であります。以上で議案第３７号の提案理由説明を終

わります。 

議案第３８号  平成１９年度大山町簡易水道事業特別会計予算について、提案理

由の説明をいたします。  

本案は大山町が管理する簡易水道の維持管理に要する経費を計上いたしておりま

す。 

第１条では、平成１９年度大山町簡易水道事業の歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ７０３万４，０００円と定めております。第２条で歳出予算の流用につ

いて定めております。  

 内容について歳入から説明申し上げます。  

第１０款使用料及び手数料の３６３万８，０００円は水道使用料を見込んでおり

ます。 

第２０款繰入金の３３９万３，０００円は一般会計繰入金を見込んでおります。  

第２５款繰越金、第３０款諸収入の預金利子と雑入にそれぞれ１，０００円を計

上しております。  

次に歳出についてご説明申し上げます。 

第５款総務費の４１９万３，０００円は施設管理に要する経費を計上しておりま
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す。 

第１５款公債費の２８３万９，０００円は起債の元利償還金であります。  

第９０款予備費の２，０００円は不測の事態に備えるものであります。以上で議

案第３８号の提案理由の説明を終わります。 

議案第３９号  平成１９年度大山町国民健康保険特別会計予算について、提案理

由のご説明を申し上げます。  

 本会計の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３億８ ,３９４万８，０００円

といたしました。この予算額は、前年度に比べて３億６ ,８２０万円の増で、率にし

て１１．８３％の伸びであります。  

 歳入から款を追ってご説明をいたします。 

 第５款国民健康保険税６億８,５９４万４，０００円は、一般被保険者分と退職者

被保険者分の保険税を計上いたしております。収納率は、一般被保険者で９４％、

退職被保険者分で９９％を見込みました。税率税額につきましては、５月の本算定

時に検討したいと考えております。  

 第１０款使用料及び手数料２０万円は、督促手数料であります。  

 第１５款国庫支出金  ６億２,９６４万３，０００円は、一般被保険者分の療養給

付費等負担金並びに高額医療費共同事業負担金及び老人保健拠出金、介護納付金、

保健事業に係る財政調整交付金であります。  

 第２０款療養費給付費等交付金  ４億６８２万８，０００円は、退職被保険者に係

る交付金であります。  

 第２５款県支出金 １億２,２８０万８，０００円は、高額医療費共同事業県負担

金及び財政調整交付金であります。  

 第３０款共同事業交付金 ３億１,８３６万５，０００円は、鳥取県国保連合会保

険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業からの交付金であります。  

 第３５款財産収入８万円は、基金積立金の預金利息であります。  

 第４５款繰入金 ２億８３１万３，０００円は、保険基盤安定繰入金と職員人件費

分、出産育児一時金繰入金及び財政安定化支援事業繰入金を一般会計から繰入れす

るものと国保基金から２，０００万円繰入するものであります。  

 第５０款繰越金 １ ,０１９万２，０００円は、前年度の繰越金を見込んで計上い

たしております。  

 第５５款諸収入 １５７万４，０００円は、保険税滞納処分費、交通事故等による

賠償金が主なものであります。  

 次に歳出についてご説明をいたします。  

 第５款総務費 ４ ,６７９万９，０００円は、職員４人の給与費等とレセプト点検

員の賃金、各種電算委託料、国保連合会負担金及び国保税に係る賦課徴収費が主な
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ものであります。  

 第１０款保険給付費１５億３３６万４，０００円は、医療費等の実績から推計し、

率にして対前年度４．９７％増で見込んでおります。  

第１５款老人保健拠出金３億３，９４７万３，０００円は、老人医療費の町負担

分を社会保険診療報酬支払基金に拠出するものであります。  

第２０款介護納付金  １億３,８２６万９，０００円は、介護保険２号被保険者に

係る納付金であります。  

第２５款共同事業拠出金３億１ ,９０１万２，０００円は、高額医療費共同事業・

保険財政共同安定化事業に対する国保連合会への拠出金であります。  

第３０款保健事業費  １,５９２万円は、国保優良家庭表彰記念事業、人間ドック

検診委託料、各種健康づくり事業に係る経費が主なものであります。  

 第３５款基金積立金８万円は、基金積立金から生じる利子を積み立てるものであ

ります。 

 第４０款公債費１，０００円は、一時借入れをした際の利子として計上いたして

おります。 

 第４５款諸支出金１１０万円は、保険税の還付金が主なものであります。  

 第９０款予備費１,９９３万円を計上し、不測の事態に備えるものであります。  

 以上で議案第３９号の提案理由の説明を終わります。  

議案第４０号  平成１９年度大山町国民健康保険診療所特別会計予算について、

提案理由の説明をいたします。  

 本会計は、町内の名和診療所・大山口診療所・大山口リハビリセンター・大山診

療所の４診療所会計を適正に経営処理するものであります。  

本年度の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億９，１２６万８，０００

円であります。 

歳入から説明をいたします。  

第５款  診療収入４億３，８００万５，０００円は、本年度の入院収入並びに外

来収入の見込み額であります。  

第１０款使用料及び手数料１，９１４万円は、文書料、健康診断料、予防接種手

数料収入であります。  

第１５款財産収入は、科目存置として４，０００円計上しております。  

第２５款繰入金１，５２５万１，０００円は、診療所に係る借入金償還金の一部

を一般会計から繰り入れするものであります。  

第３０款繰越金１，４０６万４，０００円は、前年度からの繰越金を見込んで計

上いたしております。  

第３５款諸収入４８０万４，０００円は、大山診療所の入院に係る、個室使用料
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が主なものであります。  

次に歳出について説明をいたします。  

第５款総務費２億１，４１９万４，０００円は、職員・嘱託職員の給与並びに臨

時職員賃金などの人件費、報償費では、派遣医師の謝礼、旅費では、学会等研修旅

費、需用費では、各診療所の光熱水費及び施設修繕料が主なものであります。また、

委託料では、医療事務委託料、使用料及び賃借料では、各診療所のコンピュータ等

のリース料が主なものであります。 

第１０款医業費２億３３３万７，０００円の内訳は、需用費では、医薬品等の医

薬材料代 1 億８，４８０万円が主なものであります。委託料では、血液検査等の臨

床検査委託料が主なものであります。使用料及び賃借料では、経鼻胃内視鏡のリー

ス料が主なものであります。  

第１５款公債費３，０５０万５，０００円は、起債元金償還金及び起債償還金利

子であります。 

第２０款予備費４，３２３万２，０００円は、不測の事態に備えて計上いたして

おります。 

以上で議案第４０号の提案理由の説明を終わります。  

 次に、議案第４１号   平成１９年度大山町老人保健特別会計予算について、提案

理由の説明をいたします。  

本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ２２億８ ,４３５万６，０００円と定め、

前年度に比べ９,３４６万１，０００円の増、対前年比１０４．２７％といたしまし

た。 

平成１９年度の老人医療被保険者一人当たりの年間医療費を約６０万７，０００

円、前年度に比べ１万７，０００円の増であります。  

 歳入から款を追って説明をいたします。  

第５款支払基金交付金１１億６ ,６３３万７，０００円は、診療報酬支払基金から

負担割合に応じた医療費交付金と審査支払手数料交付金であります。 

 第１０款国庫支出金７億４ ,５３４万３，０００円は、医療費に対する国庫負担分

であります。  

 第１５款県支出金１億８,６３３万６，０００円は、医療費に対する県負担分であ

ります。 

 第２０款繰入金１億８,６３３万７，０００円は、医療費に対する町負担分を一般

会計から繰入するものであります。  

 次に歳出について説明いたします。  

 第５款医療諸費２２億８ ,４３５万１，０００円は、医療機関等に支払う医療費、

老人高額医療費、審査支払手数料であります。  
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第１０款諸支出金４，０００円は、過年度の医療費に係る償還金及び一般会計繰

出金を科目存置するものであります。以上で議案第４１号の提案理由の説明を終わ

ります｡ 

次に、議案第４２号   平成１９年度大山町介護保険特別会計予算について、提案

理由の説明を申し上げます。  

本会計の予算総額を、実績から推計し歳入歳出それぞれ１７億９１７万５，００

０円といたしました。  

歳入から款を追って主なものについて説明いたします。  

第５款保険料２億７,５７９万６，０００円は、６５歳以上の第１号被保険者に係

る介護保険料であります。  

 第１５款国庫支出金４億１３７万４，０００円は、介護給付費に対する国の負担

分２億７,６６５万２，０００円、介護保険の財政不均衡を是正するために交付され

る調整交付金１億１,３５７万６，０００円、介護予防事業等への地域支援事業交付

金１,１１４万６，０００円であります。 

第２０款支払基金交付金４億９ ,９２７万１，０００円は、介護給付交付金と地域

支援事業支援交付金として第２号被保険者の負担分が交付されるものであります。  

第２５款県支出金２億４,７７０万４，０００円は、介護給付費に対する県負担分

並びに地域支援事業交付金であります。  

第３０款繰入金２億８,４５４万８，０００円は、介護給付費、地域支援事業に対

する町の負担分及び職員給与費、事務費を一般会計から繰入れするものであります。 

第３５款繰越金を科目存置として１，０００円計上いたしております。  

第４０款諸収入４８万円は、地域支援事業に係る利用者負担金であります。  

次に歳出について説明いたします。  

第５款総務費３ ,３８１万２，０００円は、一般管理費では職員３名分の給与費、

及び介護保険システム保守委託料また連合会負担金では、主治医意見書作成委託料

が主なものであります。認定審査会負担金、認定等調査費では、介護認定審査会負

担金、介護認定訪問調査外部委託料であります。  

第１０款保険給付費１５億９ ,６２６万円は、介護サービス等諸費では、９種類の

サービスに対しての給付費、特定入所者介護サービス費では、低所得者に対する軽

減分の給付費を、また支援サービス等諸費については、制度改正に伴い廃目といた

しました。その他の諸費では、審査支払手数料を、高額介護サービス費及び介護予

防サービスでは、７種類のサービスに対しての給付費を実績から推計し計上いたし

ております。 

第１５款地域支援事業費５,９０２万２，０００円は、特定及び一般高齢者の介護

予防事業に係る経費等、及び包括支援センター運営費として、３名の職員給与費、
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嘱託職員、医師賃金等を計上しております。  

第２０款財政安定化基金拠出金１５２万８，０００円は、国・県・町が３分の１

づつ負担する基金への拠出金であります。  

 第２５款公債費１,１３２万７，０００円は、鳥取県財政安定化基金への償還金で

あります。 

 第３０款諸支出金２００万円は、１号被保険者の還付付加算金であります。  

第９０款予備費５２２万６，０００円は、不測の事態に備えるものであります。  

以上で議案第４２号の提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第４３号  平成１９年度大山町介護保険事業特別会計予算について、

提案理由のご説明をいたします。    

 本会計は、大山診療所が介護療養型医療施設並びに在宅介護サービス事業者とし

て業務を実施しており、その会計を適正に経理処理するものであります。  

本年度の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，４６３万８，０００円で

あります。 

 歳入からご説明をいたします。  

 第５款サービス収入３，１５８万６，０００円は、各種介護サービス費収入と利

用者自己負担金の収入が主なものであります。  

 第１０款使用料及び手数料では、文書料等３，０００円を計上いたしております。 

 第１５款繰入金２０１万５，０００円は、大山診療所の介護病棟に係る借入金償

還金の一部を一般会計から繰入れするものであります。  

第２０款繰越金は、科目存置で１，０００円を計上しております。  

 第２５款諸収入１０３万２，０００円は、大山診療所の介護療養型医療施設に係

る居住費の収入が主なものであります。  

次に歳出について説明をいたします。  

第５款総務費１３万円は、施設管理費に係る旅費、需用費が、主なものでありま

す。 

第１０款サービス事業費３，０４７万５，０００円は、職員・嘱託職員の人件費  

及び各種介護サービス事業に必要な需用費等であります。  

第１５款公債費４０３万２，０００円は、介護療養型医療施設に係る起債元金償

還金並びに起債償還金利子であります。  

第２０款予備費は、科目存置で１，０００円を計上しております。  

以上で議案第４３号の提案理由の説明を終わります。  

議案第４４号  平成１９年度大山町農業集落排水事業特別会計予算について、提

案理由のご説明をいたします。  

本案は、大山町が管理する１７箇所の農業集落排水処理施設の維持管理に要する
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経費を計上いたしております。 

第１条では平成１９年度大山町農業集落排水事業の歳入歳出予算の総額は歳入歳

出それぞれ５億１,９９２万１，０００円と定めております。第２条で地方債につい

て定めております。第３条では一時借入金の限度額を１億円と定めております。第

４条で歳出予算の流用について定めております。  

 内容について歳入からご説明申し上げます。  

第５款分担金及び負担金の２万２，０００円は名和処理区の分担金の過年度分を

計上いたしております。  

第１０款使用料及び手数料の９ ,３１４万８，０００円は下水道使用料を見込んで  

おります。 

第２５款繰入金の３億９,２０３万２，０００円は一般会計繰入金を見込んでおり  

ます。 

第３０款繰越金に１，０００円計上し、科目存置しております。  

第３５款諸収入の５２１万８，０００円は消費税還付金と県道改良に伴う移転補  

償費等を計上いたしております。 

第４０款起債の２ ,９５０万円は農業集落排水事業債の借り換えを予定しており

ます。 

次に歳出について説明します。  

第５款事業費の１億２,１４２万３，０００円は１７箇所の施設の維持管理費、コ

ンポスト施設の維持管理負担金等が主なものであります。  

第１０款公債費の３億９ ,７８９万８，０００円は起債の元利償還金であります。 

第１５款諸支出金の１０万円は農業集落排水使用料の還付金を計上いたしており

ます。 

第９０款予備費の５０万円は不測の事態に備えるものであります。以上で議案第

４４号の提案理由の説明を終わります。 

議案第４５号  平成１９年度大山町公共下水道事業特別会計予算について、提案

理由のご説明をいたします。  

本案は大山町が管理する４箇所の公共下水道処理施設の維持管理に要する経費を

計上いたしております。 

第１条では平成１９年度大山町公共下水道事業の歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ５億４,７５６万９，０００円と定めております。第２条で地方債について

定めております。第３条では一時借入金の限度額を１億円と定めております。第４

条で歳出予算の流用について定めております。  

 内容について歳入から説明申し上げます。  

第５款分担金及び負担金の３ ,００３万円は名和処理区、大山処理区の分担金を計
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上いたしております。  

第１０款使用料及び手数料の９ ,５７２万８，０００円は下水道使用料を見込んで

おります。 

第１５款国庫補助金は名和地区の管路新設工事に対する補助金であります。  

第２０款繰入金の３億５,４７０万６，０００円は一般会計繰入金を見込んでおり  

ます。 

第２５款繰越金に１，０００円を計上し、科目存置しております。  

第３０款諸収入の４，０００円は預金利子、消費税還付金等の科目存置しており

ます。 

第４０款起債の３,７１０万円は起債の借入れを予定しております。  

次に歳出についてご説明申し上げます。 

第５款事業費の１億９,２７４万２，０００円は４箇所の施設の維持管理費、名和  

地区の下水道管路の工事及びＪＲ下の下水管新設工事委託費が主なものであります。 

第１０款公債費の３億５ ,４２２万７，０００円は起債の元利償還金であります。 

第１５款諸支出金の１０万円は下水道使用料の還付金を計上しております。  

第９０款予備費の５０万円は不測の事態に備えるものであります。以上で議案第

４５号の提案理由の説明を終わります。 

次に、議案第４６号  平成１９年度大山町風力発電事業特別会計予算について、

提案理由のご説明をいたします。  

本案は、風力発電所施設の運転管理、施設管理に要する歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ４，１２４万８，０００円とするものであります。  

歳入の主なものは、地方債借入金の公債費償還金利子補助金１６５万１，０００

円、前年度繰越金１，２４８万７，０００円、売電収入２，７０８万７，０００円

であります。 

歳出は、維持管理費、起債償還費、予備費に区分して整理いたしております。 

維持管理費は、款５総務費２，９０３万円で、主なものは、発電所の保守点検に

係る電気主任技術者賃金１１７万円、委託料４０７万円、基金積立金２，００２万

３，０００円、売電事業収入に係る消費税１０２万１，０００円であります。  

起債償還費は、款１０公債費３９９万１，０００円で、町債の元金償還金６９万

円と償還金利子３３０万１，０００円であります。  

予備費は、款１５予備費で、不測の事態に対処するための財源として８２２万７，

０００円を計上いたしております。以上で、議案第４６号の説明を終わります。  

議案第４７号  平成１９年度大山町温泉事業特別会計予算について、提案理由の

ご説明をいたします。  

 本案は、なかやま温泉にかかる、温泉の販売、温泉館の管理運営等を行うための特
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別会計の予算について、議決をお願いするものであります。  

なかやま温泉については、指定管理者を導入することと決定しており、予算の総

額は歳入歳出それぞれ５３１万円計上いたしております。  

歳入の主なものは、温泉使用料２７４万３，０００円、一般会計繰入金２２５万

７，０００円であります。１８年度まで計上しておりました温泉入浴料は、すべて

指定管理者の収入となります。  

一方歳出でありますが、指定管理者である皆生温泉土地株式会社に支払う指定管

理料３５０万円、消費税１００万円、施設修繕料７０万円が主なものであります。  

 なお、指定管理の期間を平成２１年度までの３年間としており、債務負担行為の

限度額も設定させていただきました。  

以上で議案第４７号の提案理由の説明を終わります。  

議案第４８号  平成１９年度大山町宅地造成事業特別会計予算について、提案理

由のご説明をいたします。  

 本案は、平成１９年度に行う土地の売り払いと、分譲地の管理費、販売促進費、連

絡道路の整備費、売却による借入金の返済、予備費を主に計上した予算であります。  

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，３４０万円と定めております。  

 歳入からご説明いたします。 

 第５款財産収入３，０４５万８，０００円は分譲地の土地売り払いによる財産収入

であります。 

 第１５款繰越金５，２９４万１，０００円は前年度繰越金であります。  

次に歳出についてご説明いたします。 

 第５款宅地造成事業費の４９５万９，０００円の主なものは、分譲地の管理費、販

売促進にかかる費用、温泉館連絡道の整備に要する工事費を計上いたしております。 

第１０款公債費６，０４４万１，０００円は起債の元利償還金であります。  

第２０款予備費は１，８００万円を見込んでおります。以上で議案第４８号の提案

理由の説明を終わります。  

議案第４９号  平成１９年度大山町情報通信事業特別会計予算について、提案理

由のご説明をいたします。  

 本会計は、情報通信設備を中海テレビ放送に貸付けて放送通信サービスを提供す

る事業に関して、その会計を適正に経理処理するため今年度から新たに設置するも

のであります。 

本年度の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４，５８０万円でありま

す。 

歳入からご説明をいたします。  

 第５款使用料は、自営柱共架料１，０００円を計上いたしております。  
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 第１０款財産収入は、情報通信設備の貸付料で、５，２５４万８，０００円を計

上いたしております。  

 第１５款繰入金は、人件費及び起債償還費相当分そして事業経費の一部を一般会

計から繰入するもので、９，１３６万円を計上しております。  

第２０款諸収入は、主に電柱移転の工事補償金等で１８９万１，０００円を計上

しております。 

 次に歳出について説明をいたします。  

第５款総務費８，９１５万８，０００円で、主なものは、職員の人件費７２５万

９，０００円、施設保守委託料５，２０９万６，０００円、共架電柱使用料１，０

９４万６，０００円、電柱の支障移転に係る工事費と工事負担金あわせて３３０万

８，０００円、予備機器購入費９４２万９，０００円であり、施設の維持管理に必

要な経費であります。  

第１０款公債費５，５６４万２，０００円は、情報通信施設整備に係る町債の元  

金償還金７４６万８，０００円と償還金利子４，８１７万４，０００円であります。 

第１５款予備費は、不測の事態に対処するための財源として１００万円を計上い

たしております。以上で議案第４９号の提案理由の説明を終わります。  

議案第５０号  平成１９年度大山町水道事業会計予算について説明を申し上げま

す。 

主な事業といたしましては、鈑戸簡易水道統合整備事業による配水管の拡張工事

であります。 

はじめに、収益的収入及び支出より説明いたします。  

水道事業収益の営業収益でございますが、主なものは給水収益の水道使用料で２

億２，８０５万４，０００円、開拓水道、消火栓の管理負担金等として、その他営

業収益は８１４万６，０００円、営業外収益では、他会計補助金に一般会計より企

業債利息の補助で１，３１２万円を計上し、水道事業収益の合計を２億４，９６７

万５，０００円といたしております。 

次に、水道事業費用でございますが、主なものといたしまして営業費用の原水及

び浄水費は、水源地の電力料と水質検査の委託料等で２，８４２万１，０００円、

配水及び給水費は、職員３名分の人件費と配水管等の修繕費等で４，８８０万８，

０００円、総係費は、職員３名分の人件費等で２，８０８万６，０００円、減価償

却費につきましては、８，４７７万１，０００円、営業外費用の支払利息及び企業

債取扱諸費につきましては、企業債利息等で５，９９１万６，０００円、また、本

年度も予算編成につきまして消費税の支払が発生し８８７万４，０００円を計上し

水道事業費用の合計を２億５，９７３万２，０００円といたしております。  

続いて、資本的収入及び支出でございますが、収入では企業債１，６８０万円を
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鈑戸簡易水道統合整備事業のため計上し、負担金の他会計負担金２１６万円は公共

下水道事業、国土交通省の道路工事等の水道管移転工事補償費であります。次の補

助金３，０９５万３，０００円につきましては、鈑戸簡易水道統合整備事業の国か

らの補助金と企業債の元金の補助を一般会計より受け入れ、資本的収入の合計を４，

９９１万３，０００円といたしております。  

最後に、支出につきまして、建設改良費の、配水管設備改良費に鈑戸簡易水道統

合整備事業等の設計委託料と、工事請負費で、３，２１４万１，０００円を、企業

債償還金の元金償還金として８，９５９万５，０００円を計上し、資本的支出の合

計を１億２，１７３万６，０００円といたしております。以上で、議案第５０号の

提案理由の説明を終わります。  

次に、議案第５１号  平成１９年度大山町索道事業会計予算について提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 本案は、大山中の原スキーリフト並びに中の原スキーセンターを中心とした索道

事業についての当初予算につきまして、議決をお願いするものであります。  

  業務の予定量は、前年計画より若干減らしまして、スキーリフト輸送延べ人員で

１１３万４，０００人、中の原スキーセンター利用人員５万人を見込んでおります。  

 これにより、収益的収入の予算額を前年比約１４％減の２億２，２１０万円とし、

その内訳としましては、リフト運営による索道事業収益１億７，１７０万円、食堂

等付帯事業収益５，０４０万円といたしております。  

 一方、収益的支出につきましては、予算額を２億６４３万７，０００円とし、そ

の内訳は、リフト運営による索道事業費用１億５，１３０万３，０００円、食堂等

付帯事業費用５，５１３万４，０００円でございます。  

 以上により、収益的収入支出の差し引き１，５６６万３，０００円の利益を見込

んでおります。資本的収入及び支出につきましては、計上いたしておりません。  

 平成１８年度シーズンがスキー場開設以来経験したことのない暖冬に見舞われ、

スキー場経営は非常に厳しい状況となっております。中の原スキー場だけでなく、

大山スキー場全体として、更なる経費節減、サービス向上による入場者増加策の推

進等につとめ、収益の向上を図って参りたいと考えております。以上で、議案第５

１号の提案理由の説明を終わります。  

議案第５２号  平成１８年度大山町一般会計補正予算（第９号）について提案理

由の説明を申し上げます。 

 本案は、町税の収入額の調整、普通交付税の額の決定、事業計画の変更及び決算

見込みによる額の調整、特別会計繰入金・繰出金の額の決定等に伴い、歳入歳出予

算の過不足を調整する必要が生じたこと、及び不測の事態により翌年度に繰越して

使用します事業の決定、債務負担行為の事業の追加、地方債の変更等の事由により
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提案するものであります。  

 第１条で、この補正予算（第９号）は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳

出それぞれ３億１，８３３万２，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１３３億６，３７３万７，０００円といたしております。  

 次に、第１表を歳入から各款を追ってご説明申し上げます。  

第５款町税では、７９４万５，０００円の減額であります。これは、第５項町民

税９８２万４，０００円の増額、第１０項固定資産税１，７０３万９，０００円の

減額、第１５項軽自動車税９２万円の減額、第２５項入湯税１９万円の増額を調整

したものであります。  

第１０款地方譲与税では、３万６，０００円の増額であります。これは、第５項

所得譲与税２，０００円、第１０項自動車重量譲与税２万５，０００円、第１５項

地方道路譲与税９，０００円のそれぞれ増額で、額の確定によるものであります。  

第１５款利子割交付金４２万７，０００円の減額は、第５項利子割交付金の額の

確定によるものであります。  

第１６款配当割交付金１８８万６，０００円の増額は、第５項配当割交付金の額

の確定によるものであります。 

第１７款株式等譲渡所得割交付金９７万２，０００円の減額は、第５項株式等譲

渡所得割交付金の額の確定によるものであります。  

第１８款地方消費税交付金８０８万２，０００円の減額は、第５項地方消費税交

付金の額の確定によるものであります。  

第２０款ゴルフ場利用税交付金１３１万９，０００円の減額は、第５項ゴルフ場

利用税交付金の額の確定によるものであります。  

第２５款自動車取得税交付金３４万３，０００円の増額は、第５項自動車取得税

交付金の額の確定によるものであります。  

第３５款地方交付税１，４３２万５，０００円の増額は、第５項地方交付税で普

通交付税の額の確定によるものであります。  

第４５款分担金及び負担金では、１，５４９万８，０００円の減額であります。

これは、第５項分担金で新農業水利システムセミハード事業等分担金５３０万９，

０００円の減額、第１０項負担金で保育料１，０１８万９，０００円の減額であり

ます。 

第５０款使用料及び手数料では６５９万２，０００円の増額であります。これは、

第５項使用料で法定外公共物占用料等１４万７，０００円の増額と第１０項手数料

でごみ処理手数料６４４万５，０００円の増額であります。  

第５５款国庫支出金では、２，２１６万３，０００円の増額であります。これは、

第５項国庫負担金で知的障害者保護費負担金６３５万円の減額と児童手当負担金４
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１３万１，０００円の増額を、第１０項国庫補助金で合併市町村補助金２，０１６

万８，０００円の増額、後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金３８４万４，０

００円の増額、次世代育成支援対策交付金３５５万４，０００円の増額、地方道路

整備臨時交付金２６１万円の増額、農地農業用施設災害復旧事業費補助金８６９万

９，０００円の減額等によるものであります。  

第６０款県支出金では、１億３，８９４万８，０００円の減額であります。これ

は、第５項県負担金で県支援費負担金３４０万３，０００円の減額等を、第１０項

県補助金で市町村交付金１４４万７，０００円の増額、介護サービス適正実施事業

補助金２７０万２，０００円の増額、隣保館運営費補助金７８７万２，０００円の

増額、第３子保育料軽減子育て支援事業補助金２０６万９，０００円の減額、中山

間地域等直接支払推進事業補助金１，１４６万５，０００円の減額、チャレンジプ

ラン支援事業補助金９７２万２，０００円の減額、二十世紀梨再生促進事業補助金

４０３万１，０００円の減額、畜産担い手育成総合整備事業補助金４，７９３万円

の減額、農業集落排水事業推進基金造成事業費補助金３，２１９万３，０００円の

減額、新農業水利システム保全対策事業補助金９１８万４，０００円の減額、鳥取

県林業・木材産業構造改革事業補助金３９８万４，０００円の減額、公共下水道事

業推進基金造成事業費補助金９１４万９，０００円の減額等を、第１５項委託金で

県知事選挙費２０４万５，０００円の増額、坪田遺跡発掘調査委託金１７０万円の

減額等を調整したものであります。  

第６５款財産収入１２９万円の増額は、第５項財産運用収入の各種基金から生じ

ました利子分であります。  

第７０款寄付金６８２万９，０００円の減額は、第５項寄付金で災害復旧事業に

対する受益者からの一般寄付金であります。  

第７５款繰入金２，０００万円の減額は、第１０項基金繰入金で、小学校建設基

金からの繰入を取止めたことによるものであります。  

第８５款諸収入では、７，１５４万７，０００円の減額であります。これは、第

１５項貸付金元利収入で同和地区小口融資貸付金元利収入１，０６７万５，０００

円の減額、中小企業設備資金貸付金元利収入７３８万５，０００円の減額を、第２

５項雑入で地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定等事業費補助金１７６万

６，０００円の減額、町財産区議会議員選挙負担金３７４万２，０００円の減額、

畜産担い手総合整備事業委託金３，０５４万４，０００円の減額、風力発電建設埋

蔵文化財発掘調査委託金６６０万円の減額、スクールバス事故に係る町村有物件災

害共済金１２７万３，０００円の増額等であります。  

第９０款町債では、９，３４０万円の減額であります。この主なものは、第５項

町債で事業費の確定に伴う隣保館新築事業債６８０万円の減額、県営畑地総合開発
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事業債２７０万円の増額、臨時地方道整備事業債（一般分・特別分）４，９００万

万円の減額、農地農林施設災害復旧事業債２，４２０万円の減額等であります。  

次に歳出についてご説明を申し上げますが、それぞれの事業の決算見込みにより

事業費の額の増減を行っております。  

それでは、各款を追ってご説明いたします。  

第５款議会費３０２万９，０００円の減額の主なものは、第５項議会費で議員研

修旅費及び費用弁償であります。  

第１０款総務費では、７，９７２万４，０００円の増額であります。この主なも

のは、第５項総務管理費の一般管理費で、財政調整基金積立金７，０００万６，０

００円及び合併支援事業基金積立金３，１８７万４，０００円の増額、企画費で大

山恵みの里プロジェクト推進事業委託金６００万円の新規計上を、電子計算費でネ

ットワーク機器購入費２４３万６，０００円の減額、公共交通対策費で地方バス路

線維持対策補助金７０６万円の減額、総務施設管理費で温泉事業特別会計繰出金２

００万円の増額と、第１０項徴税費で固定資産評価基盤整備業務委託料２２５万円

の減額、第２０款選挙費で県議会議員選挙費及び知事選挙費２６０万８，０００円

の増額、海区漁業調整委員会選挙費及び町財産区議会議員選挙費５１１万６，００

０円の減額等であります。  

第１５款民生費では、３，３９１万４，０００円の増額であります。この主なも

のは、第５項社会福祉費の社会福祉総務費で特別医療費３００万円の増額、国民健

康保険特別会計繰出金２，４８０万１，０００円の増額、老人福祉費で平成２０年

４月から施行されます後期高齢者医療システム委託料２，０３４万９，０００円の

新規計上と社会福祉法人利用者負担軽減措置補助金４９０万円の減額、介護保険特

別会計繰出金１，３７１万円の増額、同和対策費で住宅新築資金等貸付事業繰出金

１，１００万円の増額、障害者福祉費で施設訓練支援費１，２５０万円の減額等と、

第１０項児童福祉費の児童福祉総務費で放課後児童クラブ臨時職員賃金１６７万９，

０００円の減額、児童措置費で児童手当３５４万５，０００円の減額、保育所費で

臨時職員賃金３４４万６，０００円の減額及び保育所広域入所児童委託料４４９万

５，０００円の増額等であります。   

第２０款衛生費４，３７４万８，０００円の減額であります。これは、第５項保

健衛生費の予防費で各種がん検診委託料２００万円の減額、基本健診医療機関個別

委託料２７０万円の減額、老人保健特別会計繰出金３２３万９，０００円の減額と、

第１０項清掃費の塵芥処理費でダイオキシン類測定分析業務委託料３８７万３，０

００円の減額及び西部広域行政管理組合負担金６１８万２，０００円の減額、同様

にし尿処理費でも西部広域行政管理組合負担金９０１万円の減額等によるものであ

ります。 
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第３０款農林水産業費では、１億５，４０４万２，０００円の減額であります。  

これは、第５項農業費の農業振興費で中山間地域等直接支払推進事業交付金１，

５５４万３，０００円の減額、二十世紀梨再生促進事業補助金５１１万２，０００

円の減額、チャレンジプラン支援事業費補助金１，４５４万７，０００円の減額、

畜産業費で畜産担い手育成総合整備事業委託料３，０５４万４，０００円の減額及

び同補助金４，７７３万８，０００円の減額、農地費で新農業水利システム保全対

策委託料４２９万円の減額及び同工事請負費１，４００万円の減額、農業集落排水

推進事業基金積立金３，２０２万円の減額、農業集落排水事業特別会計繰出金２，

８８３万６，０００円の増額、農業施設運営費で、地域休養施設特別会計繰出金１，

０５１万３，０００円の増額を、第１０項林業費の林業振興費で森林病害虫伐倒駆

除等委託料４３３万円の減額と鳥取県林業・木材産業構造改革事業補助金２２２万

２，０００円の減額を、第１５項水産業費の漁港建設費で御崎漁港改修工事設計監

理等委託料１７１万９，０００円の減額及び同改修工事費１７６万５，０００円の

増額等を調整したものであります。  

第３５款商工費では、２，７２２万３，０００円の減額であります。これは、第

５項商工費の商工振興費で同和地区中小企業特別融資貸付金１，６６７万４，００

０円の減額、中小企業設備資金貸付金７３８万５，０００円の減額等であります。  

第４０款土木費では、６，４５７万９，０００円の減額であります。これは、第

１０項道路橋梁費の道路維持費で道路維持管理委託料２００万円の減額を、道路新

設改良費では地方道路臨時交付金事業対象路線である町道山村文珠領線の事業計画

の変更により、委託料７５０万円の増額及び同工事請負費５００万円の減額を、ま

た同路線は地方特定道路整備事業対象路線でもありますので、公有財産購入費３６

０万円の減額と補償補填及び賠償金７２３万円の減額もいたしております。第３０

項下水道費では、公共下水道費で公共下水道事業推進基金積立金９０４万円の減額

と公共下水道事業特別会計繰出金２，５３４万８，０００円の減額をいたしており

ます。 

第４５款消防費では、１，２０４万９，０００円の減額であります。この主なも

のは、第５項消防費の常備消防費で、西部広域行政管理組合負担金１，３２７万６，

０００円の減額と非常備消防費で火災等に係る費用弁償２０６万８，０００円の増

額であります。 

第５０款教育費では６，３４８万円の減額であります。これは、第５項教育総務

費の教育振興費で、１１月に発生をいたしました中山地区スクールバス修繕料１２

７万３，０００円の増額及びスクールバス運転業務委託料１５３万円の増額、名和

小学校通学用スクールバス購入費３７０万６，０００円の減額、第１０項小学校費

の小学校建設費で、名和小学校統合校舎備品費２，０００万円の減額、第２０項社
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会教育費の文化財費で発掘調査作業員賃金４８３万８，０００円の減額及び坪田遺

跡発掘調査事業委託料１７０万円の減額、第２５項保健体育費の体育施設費で運動

広場全天候型走路整備工事費２４８万円の減額等によるものであります。  

第６０款災害復旧費では４，７２７万８，０００円を減額いたしております。こ

れは、第５項災害復旧費の農林水産施設災害復旧費で梅雨前線豪雨により被災いた

しました農道・水路等の農業用施設復旧工事費の額の確定によるものであります。  

 第６５款公債費では、１，７２１万４，０００円の減額であります。これは、第

５項公債費の元金で元金償還金の額の確定により３６０万４，０００円の減額と、

利子で償還金利子及び一時借入金利子１，３６１万円の減額によるものであります。 

第９０款予備費では、第１項予備費で６７万２，０００円を増額し、不足の事態

に備えております。  

第２条では、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用

することができる経費を「第２表繰越明許費」に定めております。これは合併市町

村に交付されます合併補助金の国の補正が急遽行われたことに伴い、事業計画を変

更し、平成１８年度に前倒しして実施することになったこと及び梅雨前線豪雨災害

が発生したことに伴い、災害業務従事のための町単独事業で、設計管理を予定して

いた土木技師の確保が困難になったことなどの理由により繰越明許するものであり

ます。 

第３条では、平成１８年１０月から指定管理制度に移行しました福祉センターな

かやま指定管理料と保健福祉センターだいせん指定管理料の期間、限度額を「第３

表債務負担行為補正」で定めております。  

第４条では、地方債の変更について「第２表地方債補正」で定めておりますが、

合併特例事業をはじめ、表中の起債事業限度額の変更を行っております。以上で、  

議案５２号の提案理由の説明を終わります。  

議案第５３号 平成１８年度大山町土地取得特別会計補正予算（第１号）について

提案理由の説明をいたします。  

この補正予算は、土地開発基金利子の増額により行うものであります。第１条に

おいて、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１９万５，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０万１，０００円と定めております。  

 歳入についてご説明いたします。  

第５款財産収入では、第５項財産運用収入で、土地開発基金利子１９万５，００

０円を増額いたしております。  

次に歳出について、ご説明いたします。  

第５款諸支出金では、第５項公有財産取得費で、歳入においてご説明いたしまし

た土地開発基金利子１９万５，０００円を、土地開発基金に繰出し、基金積立をす
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るものであります。以 上 で 議 案 第 ５ ３ 号 の 提 案 理 由 の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

次に、議案第５４号  平成１８年度大山町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）について提案理由のご説明をいたします。  

本案は、住宅新築資金等貸付金の元利収入の状況により、既定の予算に過不足を

生じましたので、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２０１万２，０００円

を追加し、歳入歳出の総額を５，０６７万５，０００円とするものであります。  

補正内容について、歳入からご説明をいたします。 

第１０款繰入金１，１００万円の増額は、一般会計からの繰入金であります。  

第２０款諸収入、第１０項貸付金元利収入８９８万８，０００円の減額は、現年

度分と滞納繰越分によるものであります。  

次に歳出についてご説明をいたします。 

第５款総務費、第５項総務管理費は増減はありませんが、各節において調整を図

っております。 

第１０款公債費２０１万２，０００円の増額は、元金の繰上償還金によるもので

あります。以上で、議案第５４号の提案理由の説明を終わります。  

議案第５５号 平成１８年度大山町地域休養施設特別会計補正予算（第１号）につ  

いて提案理由の説明をいたします。  

本案は、既定の歳入歳出予算の総額４，５０４万２，０００円に、歳入歳出それ

ぞれ９０１万３，０００円増額して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５，４０５万

５，０００円とするものであります。  

補正内容について、歳入から説明いたします。  

第５款使用料は１５０万円の減額で、地域休養施設使用料等の減であります。  

第１０款繰入金１，０５１万３，０００円は、一般会計からの繰入金であります。  

 次に歳出についてご説明いたします。  

総務費第５項総務管理費第１目一般管理費でありますが、決算見込により、施設

保険料２万３，０００円、電気工作物保安業務委託料１万３，０００円、芝管理委

託料２２万５，０００円をそれぞれ減額し、手数料は６万円の増額、施設管理委託

料は、地域休養施設の委託料８９５万５，０００円であります。以上で議案第５５

号の提案理由の説明を終わります。  

○議長（鹿島  功君）  ここで暫時休憩します。再開は１４時１０分から、１５分

休憩します。 

午後１時５８分 休憩 

─────────────────・───・───────────────  

午後２時１５分 再開 

○議長（鹿島  功君）  それでは再開いたします。提案理由の説明を続いてお願い
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いたします。 

○町長（山口隆之君） 引き続き提案理由のご説明を申し上げます。  

議案第５６号  平成１８年度大山町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ４２４万７，０００円を追加し、歳

入歳出予算総額をそれぞれ ２２億３,５９９万円とするものであります。  

 事業勘定の歳入からご説明をいたします。  

第５款国民健康保険税３,２８３万７，０００円の減は、本算定に伴う保険税額の

減と徴収実績見込みによるものであります。  

 第１５款国庫支出金１０８万８，０００円の減は、療養給付費等負担金、高額医

療費共同事業負担金、財政調整交付金の実績見込みによる減額、及び新しく創設さ

れる後期高齢者医療費制度に対しての補助金の増額によるものであります。  

 第２０款療養給付費等交付金３０５万円の増は、退職被保険者に係る療養給付費

及び高額療養費の増が主なものであります。  

 第２５款県支出金１,３０１万５，０００円の増は、高額医療費共同事業負担金の

減額、財政調整交付金の増額を実績見込みにより補正しております。  

 第３０款共同事業交付金２８３万３，０００円の減は、保険財政共同安定化事業

交付金の額の確定よるものであります。  

第３５款財産収入５万７，０００円の増は、積立金利子の増であります。  

 第４５款繰入金２,４８０万１，０００円の増は、一般会計繰入金の財政安定化支

援事業分の交付額の増が主なものであります。  

第５５款諸収入８万２，０００円の増は、国保特別会計の預金利子の増でありま

す。 

 次に歳出についてご説明をいたします。 

 第５款総務費８２２万５，０００円の増は、一般管理費で平成２０年４月から制

度開始となる後期高齢者医療システムの導入に係る委託料が主なものであります。  

 第１０款保険給付費１万円の増は、各種保険給付費等を実績見込みにより過不足

を調整したものであります。  

第２５款共同事業拠出金９２２万４，０００円の減は、高額医療費及び保険財政

共同安定化事業への拠出金の実績見込みにより減にするものであります。  

 第３０款保健事業費６４万９，０００円の減は、保健事業等の完了による減額が

主なものであります。  

 第５６款予備費５７９万５，０００円を増額して歳入歳出の調整を図っておりま

す。 

 第２表の繰越明許費８００万１，０００円は、後期高齢者医療システム委託料で、
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制度対応ソフトウェアを導入し、後期高齢者支援金算出、及び保険料の特別徴収に

対応する内容のソフトが主なものであります。以上で議案第５６号の提案理由の説

明を終わります。  

議案第５７号  平成１８年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第５

号）について提案理由の説明をいたします。 

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３４万１，０００円を増額して、

歳入歳出の総額をそれぞれ５億１，４４５万１，０００円とするものであります。  

 歳入から説明をいたします。  

第３０款繰越金は３４万１，０００円の増額であります。  

 次に歳出についてご説明をいたします。  

第５款総務費２４万９，０００円の増額は、名和診療所長の異動に係る旅費１１ 

万円と、清掃器具などの借上料３万円などであります。  

 第１０款医業費９万２，０００円の増額は、血液検査に係る委託料であります。

以上で議案第５７号の提案理由の説明を終わります。  

議案第５８号  平成１８年度大山町老人保健特別会計補正予算（第３号）につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ  １億２１万２，０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２３億１ ,４７７万２，０００円とするもので

あります。 

 この補正予算の主なものは、今年度中の老人医療費の見込み額に変更が生じまし

たので、歳入歳出予算を調整するものであります。  

歳入から説明をいたします。  

第５款支払基金交付金５,４２３万１，０００円の減は、医療費等の実績見込みに

よるものであります。  

 第１０款国庫支出金３,４４０万７，０００円の減は、医療費等の実績見込みによ

る国庫負担金の減であります。  

 第１５款県支出金８６０万１，０００円の減は、医療費等の実績見込みによる県

負担金の減であります。  

第２０款繰入金３２３万９，０００円の減は、医療費の実績見込みによる町負担

分の繰入減であります。  

第３０款諸収入２６万６，０００円の増は、老人保健特別会計預金利子の増と交

通事故の第三者納付金の増であります。  

 次に歳出におきまして第５款医療諸費１億５８４万２，０００円の減は、本年度

中の医療給付費の実績を見込み減額するものであります。  

 第１０款諸支出金５６３万円の増は、前年度実績により町負担分を一般会計へ繰
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出しするものであります。以上で議案第５８号の提案理由の説明を終わります。  

次に議案第５９号 平成１８年度大山町介護保険特別会計補正予算（第５号）につ  

いて提案理由のご説明を申し上げます。 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，２５５万４，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１８億３１万９，０００円とするものでありま

す。 

歳入からご説明をいたします。  

この補正予算の主なものは、本年度中の保険給付費及び地域支援事業費等の実績

見込みにより予算額に過不足が生じるため、補正いたすものであります。  

第１５款国庫支出金４２４万１，０００円の増は、保険給付費の増額に伴う負担

金の増、介護保険事業の医療保険改革に伴うシステム改修に対する補助金の増額で

あります。 

第２０款支払基金交付金３２８万円の増は、保険給付費の増に伴うものでありま

す。 

第２５款県支出金１３２万３，０００円の増も、保険給付費の増額に伴うもので

あります。 

第３０款繰入金１,３７１万円の増は、保険給付費の町負担分、事務費及び地域支

援事業の特定高齢者分と一般高齢者分の事業費を調整した額を一般会計から繰入れ

するものであります。  

次に歳出についてご 説明いたします。  

第５款総務費２５４万５，０００円の増は、一般管理費で介護保険システム保守

委託料の増額、医療保険制度改正に伴うシステム改修委託料の増額、実績見込みに

よる国保連合会負担金の減額及び認定審査会負担金につきましても実績見込みで減

額いたしております。  

第１０款保険給付費１,０５８万６，０００円の増は、本年度中に必要な地域密着

型、高額、介護予防の各種サービス給付費が不足するため増額するものであります。  

第１５款地域支援事業費９４２万３，０００円の増は、事業に対して国の指針が１

２月に出されたため、特定高齢者と一般高齢者の介護予防事業費の一部組替えるた

めの増額及び社会福祉協議会へ委託しております任意事業費を実績見込みにより減

額いたしております。  

第２表の繰越明許費３８１万２，０００円は、平成２０年４月から制度開始とな

る医療保険制度改革に伴うシステム改修委託料で、介護保険高額と国保高額との合

算及び保険料の特別徴収の調整ソフト改修が主なものであります。以上で議案第５

９号の提案理由の説明を終わります。 

次に議案第６０号 平成１８年度大山町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）
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について提案理由の説明をいたします。  

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０万円を増額して歳入

歳出の総額をそれぞれ３，３７３万９，０００円とするものであります。  

 第５款サービス収入では、第１５項特定入所者介護サービス等費収入で３０万円

の増額であります。  

 次に歳出についてご説明をいたします。  

第１０款サービス事業費３０万円の増額は、嘱託職員に係る時間外手当でありま

す。以上で議案第６０号の提案理由の説明を終わります。 

次に議案第６１号  平成１８年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号）について提案理由の説明をいたします。  

本案は、農業集落排水事業費の実績見込みにより事業費を変更する必要が生じた

ので補正を行うものであります。  

第１条では既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１ ,４５５万４，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１億４ ,９３５万６，０００円とす

るものであります。  

 第２条では、地方債の補正をし、借入限度額を５ ,４７０万円減額しております。 

 補正内容について歳入から説明をします。 

 第５款分担金及び負担金の１,４９０万８，０００円増額は光徳地区分担金額の増

を見込んでいます。  

 第１０款使用料及び手数料の４７６万４，０００円の増は大山口処理区、鈑戸坊

領処理区、清原末長処理区の使用料の増額見込みによるものであります。  

 第２５款繰入金を２,８８３万６，０００円増額し、財源調整を行っています。  

 第３０款諸収入の８３６万２，０００円の減額は、消費税還付金の額の確定によ

る減額、県道改良に伴う物件移転補償費の減額が主なものであります。  

第３５款町債の５,４７０万円の減額は、起債対象事業費の調整によるものであり

ます。 

次に歳出についてご説明いたします。 

第５款事業費の１,４５５万４，０００円の減額は県土地改良連合会負担金の減額、

施設管理に要する経費の実績見込みによる減額、設計委託費及び工事請負費の減額

等が主なものであります。  

第１０款公債費と第１５款諸支出金では、財源内訳の変更を行っています。以上

で議案第６１号の提案理由の説明を終わります。  

議案第６２号  平成１８年度大山町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

について提案理由のご説明をいたします。  

本案は、公共下水道事業費の実績見込みにより事業費を変更する必要が生じたの
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で補正を行うものであります。  

第１条では既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３ ,２３８万１，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７億１ ,０６２万円とするものであり

ます。 

 第２条で地方債の補正をし、借入限度額を７５０万円減額いたしております。 

 補正内容について歳入から説明します。  

 第５款分担金及び負担金の３１９万円増額は名和処理区の接続が予定より超える

ことを見込んでおります。  

 第１０款使用料及び手数料の３万７，０００円の増額は使用料の過年度分の実績

見込みによるものであります。  

 第１５款国庫支出金の４０５万円の減額は公共下水道事業の実績見込みにより減

額いたしております。  

 第２０款繰入金の２,５３４万８，０００円の減額は、分担金の増額、消費税の還

付金の増額による財源の確保と、維持管理費の実績見込みによる減額を調整いたし

ております。 

 第３０款諸収入の１２９万円の増額は預金利子の増、消費税還付金の増と下水道

管移転補償費の減額を調整いたしております。 

第３５款町債の７５０万円の減額は、事業費の減によるものであります。  

次に歳出についてご説明いたします。 

第５款事業費の３,２３８万１，０００円の減額は下水道事業団に委託していた名

和浄化センター・逢坂浄化センターのＯＤ槽建設工事委託費の減額、浄化センター

の管理委託料の減額、コンポスト施設の維持管理負担金の減額等が主なものであり

ます。 

第１０款公債費では、金額の増減は無く、財源内訳の変更を行っています。以上

で議案第６２号の提案理由の説明を終わります。 

議案第６３号  平成１８年度大山町風力発電事業特別会計補正予（第２号）につ

いて提案理由のご説明をいたします。 

本案は、平成１８年度事業の決算見込みのとりまとめにより、歳入歳出予算を調

整する必要が生じたため提案するものであります。  

この補正予算第２号は、既定の歳入歳出予算の総額に、２万４，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を４，７０１万１，０００円とするものであります。  

歳入は、第１５款諸収入２万４，０００円の追加であります。風力発電事業特別

会計預金利子の確定によるものであります。  

歳出は、第５款総務費において、賃金、施設の電気料金、通信回線利用料金あわ

せて５７万５，０００円減額し、款１５予備費において、５９万９，０００円を追
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加して、財源調整をいたしております。以上で、議案第６３号の提案理由の説明を

終わります。 

議案第６４号  平成１８年度大山町温泉事業特別会計補正予（第２号）について

提案理由の説明をいたします。  

本案は、既定の歳入歳出予算の総額４，２９８万５，０００円から、歳入歳出そ

れぞれ３３２万円減額して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３，９６６万５，００

０円とするものであります。  

補正内容について、歳入から説明をいたします。  

第５款使用料は５３２万円の減額で、温泉使用料等の減であります。  

第１０款繰入金２００万円は、一般会計からの繰入金であります。  

 次に歳出についてご説明いたします。  

第５款温泉館費第５項温泉館運営費第１目温泉館運営費でありますが、決算見込

により、需用費のうち消耗品費４０万円、光熱水費１００万円それぞれ減額、委託

料は、温泉水道システム導入業務委託料７０万円の減額、公課費は、消費税の支払

いが不要となったため、１００万円の減額であります。以上で議案第６４号の提案

理由の説明を終わります。  

議案第６５号 平成１８年度大山町宅地造成事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて提案理由のご説明をいたします。  

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額８，５７４万７，０００円に歳入歳出それぞれ

９万７，０００円を減額して、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８，５６５万円とする

ものであります。  

 歳入からご説明いたします。  

 第５款財産収入９万７，０００円の減額は、現時点の分譲販売実績額に合わせたも

のであります。 

 次に歳出についてご説明いたします。 

 第５款宅地造成事業費の４４４万１，０００円の減額の主なものは、草刈り、測量、

施設の維持管理などの委託料９２万３，０００円とごみ置き場等の設置工事費２００

万円であります。  

 第２０款予備費を４３４万４，０００円計上しております。以上で議案第６５号の

提案理由の説明を終わります。   

議案第６６号  平成１８年度大山町水道事業会計補正予算（第３号）について提

案理由の説明を申し上げます。 

本案は、収益的収入及び支出、及び資本的収入及び支出を補正するものでありま

す。 

まず、収益的収入及び支出で、水道事業収益でありますが、営業収益のその他営
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業収益で水道新規加入金を１９９万５，０００円増額し、水道事業収益を２億４，

４０２万５，０００円といたしております。  

続いて、水道事業費用でありますが、営業費用の、原水及び浄水費では、今在家

水源地のポンプの修繕費を計上し９２万４，０００円の増額、総係費では、固定資

産台帳のリースを止めたために１８９万円の減額、営業外費用では、一時借入金利

息７７万５，０００円の減額と消費税支払額の１０２万５，０００円の増額で、水

道事業費用で６５万円の減額で費用合計２億７，０６６万１，０００円といたして

おります。 

次に、資本的収入及び支出の、収入でありますが、企業債の借入を５６０万円減

額、他会計負担金の下水道工事等による水道管移転工事費の補償費を３，４０７万

円の減額により、資本的収入額を９，０９５万６，０００円といたしております。 

最後に支出につきましては、水道管移転工事費の５，６７０万円の減により、建

設改良費を減額し、資本的支出額を１億８，８０７万５，０００円といたしており

ます。以上で、議案第６６号の提案理由を説明を終わります。  

議案第６７号  平成１８年度大山町索道事業会計補正予算（第３号）について提

案理由のご説明をいたします。  

 索道事業始まって以来最悪と思われる暖冬により、今シーズンのリフト営業は営

業日数が今のところわずか５０日しかなく、非常に厳しい営業状況となっておりま

す。これに伴いまして、索道事業会計に大幅な見直しが必要となりましたので、所

要の補正をお願いするものであります。  

  まず収入ですが、第１款索道事業収益の第１項営業収益、第１目運輸収益を４，

０００万円の減額、第２款附帯事業収益の第１項食堂営業収益、第１目営業収益を

１，４００万円の減額を見込んでおります。  

 次に支出ですが、収益的支出の第１款索道事業費用、第１項営業費用のうち、第

１目索道運転費用で営業日数減少に伴います従業員にかかる経費、燃料費、光熱水

費等運転費用を２，８１６万３，０００円の減額、同じく第２目運輸管理費を６８

万２，０００円の減額、第３目旅客誘致費を９１万９，０００円の減額、第４目一

般管理費を６００万円の減額とし、更に第２項営業外費用の第３目支払利息を３４

万５，０００円の減額、第２款附帯事業費用第１項食堂営業費用の第１目総係費を

索道事業費用と同様に従業員経費や消耗品を中心に５６４万６，０００円の減額で

あります。 

以上の補正により、今年度純利益見込みを１，３８０万９，０００円減の１５６

万４，０００円といたしたところであります。以上で議案第６７号の提案理由の説

明を終わります。  

─────────────────・───・───────────────  
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日程第６０、発議案第１号～日程第６１、発議案第２号  

○議長（鹿島  功君）  日程第６０、発議案第１号  大山町議会委員会条例の一部

を改正する条例についてから、日程第６１、発議案第２号  大山町議会会議規則の

一部を改正する規則についてまで計２件を一括議題にいたします。提案理由の説明

を求めます。提出者  足立敏雄君。 

○提出者（１２番  足立敏雄君）  ただいま議題となりました発議案第１号  大山

町議会委員会条例の一部を改正する条例についてと、発議案第２号  大山町議会会

議規則の一部を改正する規則について、提案理由のご説明をいたします。  

まず、発議案第 1 号は、地方自治法の一部改正伴い、委員会条例の所要の改正を

行うものであります。  

自治法改正前は、常任委員を会期の初めに議長が会議に諮って選任することとさ

れていたため、閉会中に補欠選挙で当選した議員は直ちに委員会活動に参加できな

いという不具合がありました。  

今回の改正で、閉会中でも委員会条例に規定することにより、議長が選任できる

ようになったため第７条に、閉会中の補欠選挙により当選した議員（繰上補充又は

再選挙による場合を含む）は、議長が指名することができることを加えるものであ

ります。附則で施行期日を平成１９年４月１日としております。以上で、発議案第

１号の提案理由の説明を終わります。  

次に発議案第２号、これの説明を行います。地方自治法の一部改正に伴い、会議

規則の所要の改正を行うものであります。  

自治法改正前は、議会に議案を提出できるのは、一定数の議員による場合だけで

あったものが、委員会による議案の提出が認められることにより、会議規則の１４

条に委員会の議案提出にかかる手続き規定を設けるものであります。   

また、地方自治法第１０９条の２の改正に伴い、会議規則第７３条第２項の中の

１０９条の２第３項を第４項に改めるものであります。附則で施行期日を平成１９

年４月１日としております。以上で、発議案第２号の提案理由の説明を終わります。  

皆さんのご賛同をお願いいたします。  

○議長（鹿島  功君）  これから、発議案第１号  大山町議会委員会条例の一部を

改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を

行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから発議案

第１号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、発議案第１号は原案のとおり可
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決されました。 

─────────────────・───・───────────────  

○議長（鹿島  功君）  これから、発議案第２号  大山町議会会議規則の一部を改

正する規則についての質疑を行います。質疑はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を

行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（鹿島 功君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。これから発議案

第２号を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

〔 賛成者起立 〕 

○議長（鹿島 功君）  起立多数です。したがって、発議案第２号は原案のとおり可

決されました。 

─────────────────・───・───────────────  

散会報告 

○議長（鹿島  功君）  以上で、本日の日程は全部終了しました。次会は、明日、

８日に会議を開きますので、定刻の９時３０分までに本議場に集合してください。

本日はこれで散会いたします。 

─────────────────・───・───────────────  

午後２時４１分 散会 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


